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開会の日時

年月日 平成29年12月13日 水曜日

開 会 午前10時０分

散 会 午後３時27分

場 所

第４委員会室

議 題

１ 甲第１号議案 平成29年度沖縄県一般会計補正予算（第４号）

２ 乙第１号議案 沖縄県職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例

３ 乙第２号議案 沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する

条例

４ 乙第３号議案 東日本大震災に対処するための沖縄県職員の特殊勤務手当

の特例に関する条例の一部を改正する条例

５ 乙第４号議案 沖縄県税条例の一部を改正する条例

６ 乙第５号議案 県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条

例

７ 乙第16号議案 損害賠償請求事件の和解等について

８ 乙第28号議案 当せん金付証票の発売について

９ 乙第31号議案 沖縄県公安委員会委員の任命について

10 乙第32号議案 沖縄県教育委員会委員の任命について

、 、 、 、 、 、11 陳情平成28年第37号 同第40号 同第48号 同第55号 同第67号 同第89号

、 、 、 、 、 、 、同第155号 同第158号 同第166号 陳情第10号 第20号 第32号 第33号

、 、 、 、 、 、 、第45号 第46号 第54号 第70号 第74号から第77号まで 第88号 第93号

第94号、第106号及び第135号
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12 不発弾等対策について（沖縄県及び全国の不発弾処理及び対策の現状につ

いて）

13 閉会中継続審査・調査について

14 視察調査日程について

出 席 委 員

委 員 長 渡久地 修 君

副 委 員 長 新 垣 光 栄 君

委 員 花 城 大 輔 君

委 員 又 吉 清 義 君

委 員 中 川 京 貴 君

委 員 仲 田 弘 毅 君

委 員 宮 城 一 郎 君

委 員 当 山 勝 利 君

委 員 仲宗根 悟 君

委 員 玉 城 満 君

委 員 比 嘉 瑞 己 君

委 員 上 原 章 君

委 員 當 間 盛 夫 君

委員外議員 なし

欠 席 委 員

なし

説明のため出席した者の職・氏名

知 事 公 室 秘 書 防 災 統 括 監 大 城 壮 彦 君

知事公室防災危機管理課長 上 原 孝 夫 君

知事公室防災危機管理課班長 澤 岻 昌 行 君
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総 務 部 長 金 城 武 君

総 務 統 括 監 嘉手納 裕 君

人 事 課 長 真 鳥 洋 企 君

行 政 管 理 課 長 茂 太 強 君

財 政 課 長 宮 城 嗣 吉 君

税 務 課 長 千 早 清 一 君

企 画 部 長 川 満 誠 一 君

地 域 ・ 離 島 課 長 中 野 秀 樹 君

大 城 清 剛 君
子 ど も 生 活 福 祉 部
青少年・子ども家庭課班長

仲 里 直 也 君
子 ど も 生 活 福 祉 部
子 育 て 支 援 課 班 長

農林水産部営農支援課班長 長 嶺 和 弥 君

農林水産部糖業農産課班長 大 嶺 保 和 君

商工労働部中小企業支援課班長 富 永 誠 君

商工労働部企業立地推進課長 平 田 正 志 君

商工労働部情報産業振興課班長 宮 城 宏 幸 君

文化観光スポーツ部観光政策課班長 仲 里 和 之 君

土木建築部港湾課港湾開発監 金 城 盛 康 君

謝 花 勉 君
土木建築部都市計画・モノレール課

都 市 モ ノ レ ー ル 室 長

会 計 管 理 者 大 城 玲 子 さん

物 品 管 理 課 長 照 屋 政 秀 君

病 院 事 業 局 県 立 病 院 課 長 真栄城 守 君

教 育 庁 学 校 人 事 課 班 長 與 儀 秀 行 君

警 察 本 部 警 務 部 長 中 島 寛 君

警 察 本 部 交 通 部 長 梶 原 芳 也 君

警 察 本 部 警 備 部 長 髙 塚 洋 志 君

ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。〇渡久地修委員長

甲第１号議案 乙第１号議案から乙第５号議案まで 乙第16号議案 乙第28号、 、 、

議案、乙第31号議案及び乙第32号議案の10件、陳情平成28年第37号外25件、本

委員会所管事務調査事項不発弾等対策について、閉会中継続審査・調査につい

て及び視察調査日程についてを一括して議題といたします。
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本日の説明員として、知事公室長、総務部長、企画部長、会計管理者、警察

本部警務部長及び同警備部長の出席を求めております。

まず初めに、甲第１号議案平成29年度沖縄県一般会計補正予算（第４号）に

ついて審査を行います。

ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。

金城武総務部長。

ただいま議題となりました甲第１号議案につきまして、お〇金城武総務部長

配りしました平成29年度一般会計補正予算（第４号）説明資料により、その概

要を御説明いたします。

今回の補正予算は、沖縄振興特別推進交付金を含む国庫補助事業のほか、そ

の他当初予算編成後の事情変更により緊急に対応を要する事業について、必要

な予算を措置するものであります。

１ページをお願いします。

今回の補正額は、歳入歳出それぞれ28億5793万5000円で、補正後の改予算額

は7438億3584万2000円となります。

歳入と歳出の主な内容につきましては、後ほど御説明いたします。

２ページをごらんください。

こちらは、歳入歳出の財源内訳となっております。

３ページをごらんください。

歳入内訳について、御説明いたします。

国庫支出金の５億8619万円は、内訳にありますとおり私立学校等教育振興費

や医療施設等施設整備費などの国庫補助金となっております。

寄附金の1000万円は、観光事業者からの寄附金であります。

繰越金の12億562万円は、平成28年度決算剰余金の一部を補正予算の財源と

して活用するものであります。

４ページをごらんください。

諸収入の10億3262万5000円は、金融機関への貸付金に係る元金収入や雑入に

係るものであります。

県債の2350万円は、公共事業や特別支援学校施設整備などに係るものであり

ます。

以上、歳入合計は下の合計欄のとおり28億5793万5000円となっております。

５ページをごらんください。

歳出内訳について、主な事項を御説明いたします。

一番上の県議会事務局の事務局運営費320万円は、議会の運営に要する経費
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であります。

その下の総務部の私立学校等教育振興費３億537万6000円は、全ての意志あ

る高校生等が安心して教育が受けられるよう経済的な負担の軽減に要する経費

であります。

６ページをごらんください。

上から４番目の保健医療部の医務行政費１億6259万8000円は、病院・有床診

療所等が行うスプリンクラー等の整備の補助に要する経費であります。

その下の県立病院繰出金４億5881万3000円及び県立病院貸付金６億6645万

2000円は、病院事業会計に対する繰り出し及び貸し付けに要する経費でありま

す。

７ページをごらんください。

上から２番目の農林水産部の含蜜糖振興対策事業費マイナス５億8959万

5000円は、含蜜糖製造コストの補塡及び製糖工場の整備補助に要する経費であ

り、事業計画の変更による施設整備の出来高見込みの減少による減額補正であ

ります。

下から３番目の商工労働部の貿易対策費９億5581万8000円は、那覇空港にお

ける航空機整備事業用格納庫の整備に要する経費であります。

その下の中小企業金融対策費10億円は、中小企業の資金需要に対応するため

金融機関への貸し付けに要する経費であります。

８ページをごらんください。

一番上の情報産業振興費３億40万円は、ＩＴ関連企業の集積拠点化を目指し

ている沖縄ＩＴ津梁パークにおけるインフラ整備に要する経費であります。

上から３番目の土木建築部の港湾改修費１億500万円は、本部港における大

型クルーズ船の寄港に対応可能な岸壁の整備等に要する経費であります。

９ページをごらんください。

上から２番目の公安委員会の運営費5020万円は、警察行政の運営に要する経

費であります。

以上、歳出合計は下の合計欄のとおり28億5793万5000円となっております。

10ページをごらんください。

繰越明許費に関する補正であります。

予算成立後の事由により、年度内に完了が見込めない事業について、適正な

工期を確保し契約を早期に締結するため、港湾改修費など30事業で合計73億

2250万1000円を計上するものであります。

11ページをお願いします。

11ページは、９月議会で繰越明許費の補正を行った事業について、新たに繰
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り越しを必要とする箇所が生じたため、それぞれ所要の変更を行うものであり

ます。

12ページをお願いします。

債務負担行為に関する補正であります。

上から３番目の沖縄県平和創造の森公園指定管理料は、平成30年３月末で指

定管理期間が到来することから、引き続き、平成30年４月以降も指定管理者制

度により施設の管理を行うため、債務負担行為を設定するものであります。

なお、指定管理に係る債務負担行為については、沖縄県平和創造の森公園を

含め全部で11施設あります。

13ページをお願いします。

13ページは、当初予算で設定した債務負担行為について変更が必要となる事

由が生じたため、それぞれ所要の変更を行うものであります。

14ページをお願いします。

地方債に関する補正であります。

当初予算で設定した地方債について変更が必要となる事由が生じたため、そ

れぞれ所要の変更を行うものであります。

以上が、甲第１号議案平成29年度一般会計補正予算（第４号）の概要であり

ます。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

総務部長の説明は終わりました。〇渡久地修委員長

これより、甲第１号議案に対する質疑を行います。

なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、

重複することがないよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する予算資料の名称、ページ及び事

業名等を告げた上で、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。

この際、執行部の皆様に申し上げます。

答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られる

よう御協力をお願いいたします。

質疑はありませんか。

又吉清義委員。

説明資料の８ページからもう少し踏み込んで説明をお願いし〇又吉清義委員

たいと思います。

８ページの港湾改修費が今回の補正で１億500万円上がっていますが、大型
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クルーズ船の寄港に対応可能な岸壁の整備等に要する経費ということで、これ

はお互い観光立県を目指していて非常にいいことだと思います。その中でこれ

が接岸できるようにということだと思いますが、これは岸壁だけの整備なので

しょうか。

本部港につきましては、ことし国際旅客船拠点〇金城盛康港湾課港湾開発監

形成港湾に指定されておりまして、20万トン級の大型クルーズ船が接岸可能な

。 、岸壁の整備に取り組んでいるところでございます 今回の補正につきましては

本部港において平成32年度に供用を予定しております大型船対応岸壁などの事

業進捗を図るため、既設岸壁の改良及び防波堤の整備等に要する経費を増額補

正するものでございます。

それも非常にいいことで、観光立県のために寄港ができるよ〇又吉清義委員

うにやるべきだということは、私は大事なことだと思います。そこでぜひ皆さ

んにあと一歩踏み込んで同じ補正を組むならやっていただきたかったのが、例

えば、この岸壁に大型船が寄港しますよね。そうしたらそこから待合室までお

りていって手続をすると。そして、雨降り、日差しの強い日にこれを野ざらし

にしていくということは、国際観光立県としては物すごくおくれていると思い

ます。その辺等について、接岸をした場合に接岸したところからお客さんが待

合室に行くまでの間のルート、例えば、日よけ、雨よけのルートもあるのか―

ないかと思いますが、今のところあるかないかから伺います。

今回の補正につきましては、そういう屋根つき〇金城盛康港湾課港湾開発監

の歩道に要する経費は含まれておりませんけれども、ターミナルビルにつきま

しては、平成32年度の供用に合わせてクルーズ船社が整備をすることになって

おりまして、現在、規模や位置等について検討しておりますので、その辺の検

討が終わり次第―やはり、委員がおっしゃったとおり、雨よけのための屋根つ

きの通路とかは必要だと考えておりますので、船社との調整が終わり次第、検

討したいと考えております。

ぜひ、検討ではなく実現してもらいたいと。そうしないとせ〇又吉清義委員

っかく来たお客さんが船をおりたら、アメフイネーチャーヌリティヤー、また

暑い日に来たら、アチサヌヤーと言って大変なことになります。これはあって

しかるべきだと思いますので、検討ではなく、ぜひ実現するということでお願

いできませんか。
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そのように取り組んでいきたいと思っておりま〇金城盛康港湾課港湾開発監

す。

ぜひ、観光立県を目指す、国際都市を目指しますので、あり〇又吉清義委員

がとうございます。

次に、打ち合わせはしていませんが、10ページをあけていただけますか。も

しわかるようでしたら、この繰越明許費補正の中でこれは適当かと非常に疑問

に思うものがありますが、農林水産業費の農業費で２億6200万円余り特殊病害

虫特別防除事業というものがあります。これを繰り越すということは非常に理

解できないのですが、これを繰り越した理由は何でしょうか。

所管課ではないので、概要でお答えしたいと思います。〇宮城嗣吉財政課長

病害虫防除技術センターと八重山にウリミバエ不妊虫放飼センターという不

妊虫の施設がありますが、大規模改修の必要が生じております。その施設改修

の設計業務について入札不調となり、計画変更を余儀なくされたということで

の繰り越しということで聞いております。

休憩いたします。〇渡久地修委員長

（休憩中に、委員長から所管課の到着後、改めて質疑・答弁を行うよう

指示があった ）。

再開いたします。〇渡久地修委員長

又吉清義委員。

次に12ページ、債務負担行為補正がありますが、この中でち〇又吉清義委員

ょっと理解できないものがありまして、例えば指定管理料について。指定管理

料が平成30年度から平成34年度までの指定管理料と、平成30年度から平成32年

度までの指定管理料で５年間と３年間の２種類に分かれています。これは当初

５年間にするということで、私が１期目のときに県はそういう方針を持ってい

、 。るということで説明を受けたのですが なぜこのように二通りの案があるのか

ちょっと理解できないのですが、その点について御説明をお願いします。

県として指定管理の運用方針というものを定めております〇金城武総務部長
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が、指定期間は一応原則５年以内として施設の状況を踏まえて施設ごとに設定

。 、することとしております この指定期間の基準として業務に高い専門性があり

人材の育成や確保、事業の企画等に期間を要する施設の場合は５年、施設の維

持管理といいますか、維持管理が主たる業務となる場合の施設については３年

ということで運用方針で定めているところでございます。

その辺もいまいち説明が弱いかと思います。同じ公園管理で〇又吉清義委員

―公園管理が全てそうだったら理解できますが、皆さんのものは違います。公

園管理で５年もあります。ですから、同じ公園管理で５年がある中で、今の説

明は不十分だと思います。

先ほど申し上げたのは、基本的な、原則的な基準でござい〇金城武総務部長

ます。この基準によりがたい特別な事情が認められる施設については、基準に

かかわらずそれぞれ考慮して適切な期間を設定するということにしておりまし

て、今回、奥武山運動公園、中城公園が３年という形になっております。維持

管理が主業務となる施設の指定管理は３年と定められておりますが、奥武山運

動公園につきましては、平成29年８月にＪリーグ規格のスタジアム整備の基本

方針が策定されておりまして、将来的に管理のあり方の見直し等も見込まれる

ということで指定管理期間を３年としております。中城公園も今後の供用面積

の増加に伴い、人件費や清掃、警備等の委託費の増が見込まれるということも

、 。ございまして 今期は３年とする期間を定めているというところでございます

何がどうのこうのではありませんが、ちなみに泡瀬の沖縄県〇又吉清義委員

が管理する沖縄県総合運動公園は５年ではなかったですか。３年ですか。

５年になっております。〇茂太強行政管理課長

そうしたら総務部長の今の答弁はおかしいです。合わないで〇又吉清義委員

す。疑問を感じませんか。

先ほど申し上げたような―原則は原則として掲げておりま〇金城武総務部長

すが、やはりそういう原則の基準によりがたい場合にはまた別の期間も柔軟に

設定しているというところがございまして、先ほど申し上げたように、奥武山

運動公園につきましては、将来的な管理の見直しの可能性もあるということで

長期的な５年間よりは３年間で設定をしていると。それぞれの状況に応じて期
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間の設定はやっているところでございます。

とにかく私が言いたいのは―確かに、２年、３年ではちょっ〇又吉清義委員

と短過ぎないかと。今、このように改築するからこそ、過去を知り、歴史を知

り、これから新しいものに向かってどうあると知っている人でないと能率的な

ことはできないかと思います。だからこそ、むしろ３年よりは本来５年が好ま

しかったのではないかということをあえて言いたいのです。例えば、スポーツ

をしている私たちからすると、運動公園の指定管理の方がかわるたびに規制が

。 。変わるのです 信頼関係ができるまでは職員も不安でいろいろな制約がきます

そういったこと、また利用者の方も勘案した場合には、やはり５年が本来の姿

かと思いますので、奥武山運動公園にしろ改築する場合のいきさつ、そして開

設して事業化した場合こうなるということを全て知っているところのほうが、

スパンとしては能率的な活用ができるかと思っているので、あえてそういう厳

しいことを言っております。ぜひ、その辺は次回からでも検討してもらえませ

んか。泡瀬の沖縄県総合運動公園は５年間です。そこもＪリーグに向けてやっ

てきましたと。ですから、奥武山運動公園もそうであるのなら、やはりそうい

ったことが本来の姿ではないかと思うので、あえてそのように提言しておきま

すので、また皆さんでいろいろな角度から検討してほしいということをあえて

お願いいたします。

休憩いたします。〇渡久地修委員長

（休憩中に、委員長から又吉委員に対して保留していた質疑を改めて行

うよう指示があった ）。

再開いたします。〇渡久地修委員長

又吉清義委員。

先ほど申し上げました10ページの繰越明許費補正予算につい〇又吉清義委員

てですが、農林水産業費の農業費２億6255万9000円、特殊病害虫特別防除事業

が繰り越しになるということが理解できないのですが、繰り越しになった理由

を説明していただけませんか。

今回、繰り越しを上げています特殊病害虫特別防〇長嶺和弥営農支援課班長

除事業と申しますのは、ウリミバエとか、ミカンコミバエとか、イモゾウムシ

H29.12.13-02

総務企画委員会記録



- 11 -

等の特殊病害虫の防除に係る事業をしております。今回繰り越しを上げている

内容としましては、病害虫防除技術センターのウリミバエの不妊化や増殖を行

っている施設の空調等の改修工事、あと八重山でウリミバエ―不妊虫を放飼す

るためのセンターを設けていますが、こちらのコンテナ等の改築工事に係る費

用を繰り越しとして上げています。その理由としましては、設計関係の入札が

不調となったので、適正な工期を確保するため繰り越しということで上げさせ

ていただいています。

ということは、これを繰り越すことにより、この事業はスト〇又吉清義委員

ップするのか、そのまま継続してやる中で取り組む事業そのものに―例えばダ

ウンするのか、この点についてはどうなっていますか。

今回の工事につきましては、通常の業務を継続し〇長嶺和弥営農支援課班長

ながらその中の合間、合間といいますか、そういうことで工事をしますので、

通常の防除がこの辺で滞るということはございません。

せめて滞りなくやっていただかないと、農家は被害を受けて〇又吉清義委員

いると。被害を受けている中で皆さんがそういったものを繰り越すということ

自体、農家は被害に遭ったままほったらかされたのではたまったものではあり

ませんので、一日も早く解決できるように―これは緊急課題だと思います。繰

り越してはいけないものだと思います。なぜなら、実際に被害に遭っている農

家がいるので、そういった意味でもう少しその辺は、知事ともお会いして、い

かに早くできるか、こういうものほど、皆さんは大変かと思いますが、スピー

ディーに片づけるものだと思いますので、ぜひこれは一日も早くできるように

取り組んでいただけませんか。

ここは農家の方に迷惑をかけることがないよう注〇長嶺和弥営農支援課班長

意して進めていきたいと思います。

最後に、補正予算説明書の大きいものがありますよね。この〇又吉清義委員

48ページ、病院事業会計のキャッシュフロー計算書について説明をお願いした

いと思います。48ページの小計の上の２番目、未収金の増減額ということで未

収金が６億7847万9000円になっておりますよね。病院事業会計のキャッシュフ

ローです。この三角は増加ということは、未収金がふえたことを意味すると思

いますが、この未収金についてまずふえたのかということからお伺いします。
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このキャッシュフロー計算書と申しますのは、平成〇真栄城守県立病院課長

26年度の会計基準変更でもって新しく導入された様式でございまして、年間を

通して現金、いわゆるキャッシュの増減を示しているものになっております。

ここにあります未収金の増減額については、御指摘のとおり三角がついている

６億7847万9000円については、この間、未収金の増額があったというものでご

ざいます。

それはよくわかりますが、例えばそこまでいく場合に病院事〇又吉清義委員

業会計の未収金はふやすべきではないと思います。その中で別の角度からお伺

いいたしますが、この未収金というのは沖縄県民の方々、例えば観光で来る方

々、外国人で来る方々など、新聞にも救急医療で結構踏み倒しが多いという記

事が載っていましたが、その割合はどのようになっているかということからま

ずお伺いします。

まず、全体の―これはもちろん観光客や外国人も含〇真栄城守県立病院課長

めた全体の未収金の発生割合ですが、平成28年度につきましては件数ベースで

0.67％となっております。観光客だけのデータは持ち合わせておりませんが、

外国人観光客についてお答えしたいと思います。平成28年度の外国人観光客の

未収金は６件発生しておりまして、件数ベースでは外国人観光客の受診者の中

の1.1％が未収金の件数としては上がっております。

今、数字については急にはできないかと思いますが、ぜひ数〇又吉清義委員

字で―今、0.67％というのは小さい数字なのですよね。また1.1％という小さ

い数字です。これが過去、例えばせめて３年前、できたら５年前からどういう

傾向か金額で出してもらいたいと。額にして幾らだと。何％と言ったって、こ

れは小さいからということですが、トータルでやった場合の感覚は皆さんとお

互いずれがありますので、金額で幾らですと。その辺等をぜひ数字で出してい

ただきたいということと、２点目はどこの病院で主に発生しているのか、ベス

ト５だけでよろしいです。そういうものを資料としてお願いしたいのですが、

よろしいでしょうか。

今の数字につきましては、取りまとめたものを提出〇真栄城守県立病院課長

いたします。
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ほかに質疑はありませんか。〇渡久地修委員長

比嘉瑞己委員。

説明資料の６ページ、子ども生活福祉部についてお聞きした〇比嘉瑞己委員

いと思います。

保育対策事業費が2743万円の減額になっていますが、これは年休代替保育士

。 、 、を確保するための事業だと理解しています 当初は何人確保する予定で 実際

何人不足してしまったのか、その点からお聞かせください。

当初、年休取得代替保育士の保育現場に事業要〇仲里直也子育て支援課班長

望を取りまとめたところ、70施設を予定しておりました。保育士確保が困難に

なりつつある状況の中で、年休取得代替保育士が確保できない保育所が多くな

り今回の執行残になっていますが、現在交付決定している施設数が41施設とな

っています。

70施設を要望して、41施設が足りていないと。〇比嘉瑞己委員

当初、70施設から要望がありまして、実際に交〇仲里直也子育て支援課班長

付決定を行った施設数が41施設であります。

29施設では保育士の確保ができなかったということになると〇比嘉瑞己委員

思いますが、この確保をするのは園側が確保するのですか。それとも県がいろ

いろなところから確保していくのか、仕組みはどうなっていますか。

これは園で確保することになっています。〇仲里直也子育て支援課班長

今、保育士不足が問題になっている中でこの事業自体は喜ば〇比嘉瑞己委員

れていると思います。ですが、確保できない現実があるわけで、これは次年度

以降ももちろん取り組むと思いますが、この課題を皆さんはどう捉えて、その

対策は県としてどういったことができるのですか。

今も保育士の確保というのは県の喫緊の課題と〇仲里直也子育て支援課班長

して認識しております。その中で保育士確保の関連施策を着実に実施して保育

士の登録件数をふやし、保育士の就職及び離職防止、処遇改善等を図って保育

士の確保に努めることで本事業の活用を促進したいと考えております。
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今のことは基本だと思いますが、もっと現実に合った具体的〇比嘉瑞己委員

な対策が県としても必要だと思います。そもそも保育士の皆さんの年休の取得

状況は今わかりますか。

平成26年度の保育所の指導監査の状況による〇仲里直也子育て支援課班長

と、保育士の年休取得状況は、正規雇用で9.9日、非正規雇用で7.8日、平均で

8.7日となっております。

これは実際、何日取得できて、そういった実績になるのでし〇比嘉瑞己委員

ょうか。

手持ちの資料では、そこまで把握しておりませ〇仲里直也子育て支援課班長

ん。

１カ月で１日とれるかとれないか、９日ということになると〇比嘉瑞己委員

とれていないわけですよね。ですので、本来はもっともっととれるべきで、そ

れがとれれば保育士としてもやりがいを持ってできると思うので、この事業は

大切だと思います。先ほど、保育園自体が代替保育士を探すということになっ

ていると思いますが、実際、保育園の現場を見てみると、退職したベテランの

先生が引き続き―再任用ではないですがアルバイトみたいな形で入っているケ

ースもあると思いますが、保育園にとってはそういった先生が見当たらないと

かがあると思います。やはり保育園の要望を聞いた上で対策をとるべきだと思

います。皆さんも既に保育士の資格を持っている状況などわかっていて、その

センターがそういった役割を果たすべきだと思いますが、センターとの関係で

はどうなっていますか。

今、県が委託している沖縄県保育士・保育所総〇仲里直也子育て支援課班長

合支援センターの主な業務の一つに、保育士資格を持っているが、現在、保育

現場で働いていない保育士、いわゆる潜在保育士に対する就労あっせん事業を

主な事業として委託して、やってもらっているところでございます。

そのセンターがもっと積極的にこの事業にかかわれるような〇比嘉瑞己委員

仕組みといいますか、工夫が必要だと思います。一方、園でも毎日いるわけで

もない、年休代替のときだけに来てくれる保育士を―急に知らない人が入って
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くるという不安もあると思います。ですから、ベテランの人に頼む状況もある

と思いますので、この園の意見とセンターができること、やるべきことという

ところについて少し整理が必要だと思いますが、その点を最後にお聞かせくだ

さい。

次年度のセンターの業務については、また改め〇仲里直也子育て支援課班長

て検討しているところでございますので、今の委員の意見も含めて検討してま

いりたいと思います。

次に、母子福祉対策費が2340万円の減になっています。これ〇比嘉瑞己委員

は認可外保育園に通うひとり親の家庭の保育料の一部減免だと理解しておりま

すが、この2340万円というのは何人分、何月分の減免料になるのですか。

これは市町村の事業になりますので、〇大城清剛青少年・子ども家庭課班長

昨年９月に市町村から調査をかけまして、その時点で対象児童400人を見込ん

でおりましたが、今年度、実際に対象者は現時点の見込みで537人、対象期間

12カ月を見込んでおりましたが、平均すると7.1カ月ほどになるということで

減額するということに至っております。

７カ月という説明だと、ちょっとわからなくなるのですが。〇比嘉瑞己委員

年度途中に認可保育所にあきが出た場〇大城清剛青少年・子ども家庭課班長

合は認可保育所に移りますので、そうすると認可外からは出るので補助が必要

なくなるということで、当初12カ月を想定していたものが実際には7.1カ月ほ

どにおさまるということで、予算を減額する必要があるということになってお

ります。

前の説明資料では、園が認可化になったために不用になった〇比嘉瑞己委員

という理解でしたが、今の説明だと、園は認可外だけど園児が認可園に移行す

るので必要なくなったと。その理解でいいですか。

そのとおりです。〇大城清剛青少年・子ども家庭課班長

そうはいっても2300万円というのは決して少なくない金額だ〇比嘉瑞己委員

と思います。やはりこれだけの予算がもらえるのであればいろいろな―例えば
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ほかの減免を受けている人たちの減免枠を大きくしたり、あるいは対象児童を

ふやしたりとか、毎年年度途中に認可園に行く児童というのは想定されるわけ

ですよね。補正予算をやるときにかわりの代替策を出すような、そういった検

討はないのですか。

これはソフト交付金を活用しておりま〇大城清剛青少年・子ども家庭課班長

して、制度の中で特定の決まった用途になっておりますので、別の用途に向け

るということは今のところ想定していないということです。

当初予算は幾らでしたか。〇比嘉瑞己委員

１億1799万円になります。〇大城清剛青少年・子ども家庭課班長

２割にいくかいかないかの減になるわけで、やはり大きいと〇比嘉瑞己委員

思います。制度上、振り分けができないにしても、何らかの形で認可外への支

。 、援に回すというところがやはり必要だと思います これは次年度に向けて―今

認可外保育園の皆さんが頑張ってああいった動きも出ている中で、どうやって

ソフト交付金を含め認可外への予算を確保していくかということは、皆さんに

。 、 、とって重要な問題だと思います 現実的に 毎年認可園に移行する園児がいて

これだけ予算が余るという状況をちゃんと検討する必要があると思いますが、

最後にいかがですか。

次年度予算に向けては、今回指摘があ〇大城清剛青少年・子ども家庭課班長

った点も十分考慮して取り入れていきたいと思っています。

最後に要望ですが、例えば減免額を大きくしておく。むしろ〇比嘉瑞己委員

この予算が足りなくなって補正で追加するような形で制度設計をしていけば、

多くのひとり親の家庭の皆さんが助かると思いますので、十分な研究をお願い

したいと思います。

ほかに質疑はありませんか。〇渡久地修委員長

當間盛夫委員。

まず、離島活性化特別事業費の中での離島食品・日用品輸送〇當間盛夫委員

費等補助事業の分が1600万円ということで減になっていて、対象者が減少して
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いるということがありますが、それはおいておいて、皆さんが出されている沖

縄21世紀ビジョンの中で日用雑貨の輸送事業が平成30年度までの計画になって

います。このことについてちょっと教えてください。

本事業は、離島食品・日用品輸送費補助事業です〇中野秀樹地域・離島課長

が、委員御指摘のとおり平成30年度までの事業期間を切っての事業となってお

りまして、この状況について申し上げますと、それぞれの島―沖縄本島であっ

たり、宮古島、石垣島から周辺離島に対する補助を行っていますが、それぞれ

の距離であったり、運航状況であったり、それから登録している店舗の立地状

況、品ぞろえなど、島ごとに条件が異なっているということがあります。この

事業自体は県と市町村と協調で補助事業を行っていますが、そのルールという

ものも一律にこういう対象品目で、こういう経費について補助しますという制

度設計になっておりまして、実際、各離島におかれる状況というのは、島によ

ってニーズ等含めてさまざまと聞いておりますので、こういった各離島の実情

に応じた柔軟な対応ができるように、平成31年度以降、各離島市町村が主体と

なった形で事業に取り組めるような環境整備を今、検討しているということで

ございます。

ということは、市町村に投げて県はやらないという結論に達〇當間盛夫委員

したということですか。

この事業は平成24年度から平成26年度にかけて実〇中野秀樹地域・離島課長

証事業があり、平成27年度の事業を経て、平成28年度から今のスキームになっ

ておりますが、平成28年度からは県と市町村が協調して行うというスキーム―

変遷をたどってきておりまして、先ほど申し上げたとおり、離島における食品

・日用品の状況というのは島によってさまざまということですので、県としま

してはどういった制度が各島々にとってふさわしいのかというところも調査・

検証の部分をやっておりますので、そういった手法についても情報提供等をし

ながら一緒によりよい制度になるような環境整備に努めていきたいと考えてお

ります。

時間的な部分もありますが、今回も1600万円という減額がさ〇當間盛夫委員

れているので、基本的にこのことは必要ないと県は見ている。市町村に任せれ

ば予算的なものは補うことができるだろうという考えが県にはあるのですか。
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今回の11月の減額補正につきましては、実際の事〇中野秀樹地域・離島課長

業をやっていく中の実績の減少によるものが大きくて、当初予算で想定してい

た輸送経費が想定を下回るような形であったことや、平成28年度で対象から、

みずからの申し出ですが、終了したいという声を上げた島もありまして、そう

いったことを踏まえて今回の補正については実績等を踏まえた減額補正となっ

ております。

ちなみに、これは総額幾らの事業になっていますか。〇當間盛夫委員

本年度の当初予算につきましては、１億361万〇中野秀樹地域・離島課長

4000円、約１億円規模の事業となっております。

１億円を予算計上して、約10％―10％以上ですね。その分は〇當間盛夫委員

使わないという形が本当にいいのかということと、これを見ると平成30年度―

次年度である程度計画的なものは終わるということは、これは市町村ともその

ことは合意の上で計画はつくられているのですか。

本事業におきましては、補助事業の部分と、それ〇中野秀樹地域・離島課長

とは別に検証を行う検証委員会、市町村の担当者も含めた地域の部会というも

のを持っておりまして、こういった中で次年度以降―その先も含めて事業スキ

ームについては議論させていただいているところでございます。

気になることが、交通・生活コストの低減という中で、離島〇當間盛夫委員

交通のものだとか、石油製品のものは平成33年度まで継続という形があります

が、この生活コストの分に関しては平成30年度で終わるということをもう少し

わかりやすくやっていかないと、では下がったのかと。安定的に離島の皆さん

の日用品などが下がって沖縄本島並みになっているということであれば理解で

きるのでしょうが、なかなかそうはなっていないと思っていますので、これか

らももう少し検証したいと思っております。

次に、離島型植物コンテナ実証事業。一括交付金で南大東村だったか、北大

東村だったか、そこが自分たちでやるということで１億円の減少ということに

なっているのでしょうけれども、これは当初予算が幾らで、実証実験ですが、

これは将来的にどういう見込みがあって実証実験をやろうとしているのか。そ

して、なぜ県がやろうとしたものを対象離島が予算がとれたのでそこに移すと

いうことになったのか、それについて説明してください。
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離島型植物コンテナ実証事業ですが、平成29年度〇中野秀樹地域・離島課長

の予算につきましては、１億59万4000円を計上しております。この事業を今回

減額することに至った経緯ですが、この事業自体は離島における基礎的な生活

条件を向上することを目的として、小規模離島に植物のコンテナを設置しまし

た。県の事業としては、村への設置に係る補助の部分と運営支援、実証事業を

踏まえて今後の横展開を見据えた検証を行うという、こういった事業構成でご

ざいました。しかしながら事業スキームにおきまして、横等含めて内閣府等々

とさまざまな議論をしてきましたが、結果として事業調整が整わなかった中で

今回の対象離島であります南大東村と粟国村におきましては、別途国の補助事

業の申請を行ったところ無事交付決定が受けられたということで、結果として

同様の効果が得られるということで今回の減額補正に至ったところでございま

す。

ですから、この実証実験の効果を皆さんはどう生かしていく〇當間盛夫委員

のか。ただ実証実験でまた終わるつもりなのですか。

コンテナの実証実験の部分ですが、この事業は葉〇中野秀樹地域・離島課長

野菜の安定供給のほかに離島における植物コンテナの栽培や販売のシステム、

収支といったようなものについて検証委員会等を通して検証しながら効果的な

運営手法を構築していこうというものでございました。当初、実証期間は２年

間ということですが、コンテナの耐用年数自体はそれ以上ございますので、県

の事業が２年間終わった後も引き続き対象離島の市町村に得られたデータ等を

引き継ぎながら各村において持続的な運営をしてもらうという想定でございま

した。

企画部ですか。皆さんがよくやる実証実験、久米島でも温度〇當間盛夫委員

、 。差発電の実証実験をやりましたが その後どうしようというものがないのです

多良間村でも太陽光のメガソーラーを使っての実証実験ということで何十億円

もかけてやったと。そしてその後どうしたのかが全く見えてこないのです。皆

さんはその辺はどう考えているのですか。実証実験で効果があったのかもわか

らない、効果があったらあったでそれをどうするのかということがあればいい

けれども、宮古ではメガソーラーのものは終わっています。皆さんが実証実験

をやる、予算をこういう形でつけてやる意味合いのものが、そのつなぎがわか

らないのです。この辺はどういう形で―その辺は総務部長が答えたほうがいい
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と思います。

当然いろいろな実証事業、特に一括交付金等を活用して今〇金城武総務部長

いろいろな事業が展開されていると思いますが、当然に我々としては評価をし

て見直すべきは見直す、さらに成果を―例えば、一部の離島で成果があれば、

当然また全県的に広めていくとか、そういうことを当然やるべきだろうと認識

しておりますので、その辺、我々が取り組む内容で十分な説明が足りないとこ

ろがございましたらしっかりとそのあたりの―もちろん関係市町村含めて周知

も図ることでより事業効果といいますか、それを発揮していきたいと考えてお

ります。

これはしっかりとやってもらいたいです。ただ、民間業者が〇當間盛夫委員

一、二年やって、終わったと。そして利益的には民間業者が―ところが県には

何にも残っていない。その離島には何にも残っていないということにならない

ようにこういう実証実験というのはしっかりとやってもらいたいと。結果を残

せるような部分をつくってもらいたいと思っています。

、 、次に 含蜜糖振興対策事業費が５億8000万円マイナスになっているのですが

５億8000万円も計画変更の部分で、施設の出来高のもので減少になりましたと

、 、言うのですが 当初の計画が甘かったのではないかという話になってきますが

これはどこの施設で、なぜ６億円近くの減額になるのですか。

本事業は、伊平屋村における製糖工場を整備する〇大嶺保和糖業農産課班長

。 、ための事業となっております 総事業費で約41億円の事業となっておりますが

今回の補正に関しましては製糖工場を平成29年度に整備する際に、機械設備の

配置設計や機械の製造、また建屋の実施設計に取り組む計画になっておりまし

たが、その一部機械設備の整備におきまして仕様書の作成がございますが、そ

の仕様書の作成において一部変更が生じ、事業計画がおくれ、事業計画の策定

に時間を要したということで事業着手自体そのものがおくれたということにな

っております。

当初、６億円近くつくっていたけれども、ちょっと変更にな〇當間盛夫委員

って、このものは次年度に繰り越して減にするわけですよね。また改めて予算

的なものが出てくるのですか。

先ほども少し申し上げましたが、本事業は平成〇大嶺保和糖業農産課班長
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29年度から平成31年度までの３カ年の事業となっておりまして、平成29年度の

実施できなかった内容につきましては、平成30年度に持ち越して平成30年度予

算内で実施していきたいと考えております。

次に、貿易対策費の航空機整備基地整備事業について、これ〇當間盛夫委員

は再三言われていて今度も９億円ですが、これはどれだけの総事業費になりま

したか。

総事業費としては、おおむね187億円というこ〇平田正志企業立地推進課長

とで見込んでおります。

187億円をかけてどれだけの効果があるということで皆さん〇當間盛夫委員

は試算をしているのですか。例えば、これができるわけですので雇用でどれだ

けのものが生まれて―航空機何機ですか。２機なのか、１機なのかわかりませ

んが、その分での経済効果がどうあるかということを示してください。

、 、〇平田正志企業立地推進課長 航空関連産業は 裾野が広い産業でありまして

金属加工業、それから金型関連の製造業、それと近年の航空機の場合は情報シ

ステム等の開発等に情報通信関連産業への波及効果なども期待できるところ

で、またさらにそういった分野に供給する人材の育成分野といったところで効

果を考えております。今回、事業効果については、平成26年３月に県の調査で

取りまとめた沖縄県航空機整備戦略調査において、航空関連産業クラスターの

形成の先進地であるシンガポールの事例分析を行いまして、その中で県内に展

開が見込まれる業種を想定して算出しております。具体的には、整備基地の整

備によって事業開始から10年後には年間の経済波及効果として291億円、雇用

創出効果では累計で1971人ということを想定しております。

もう一回検証したほうがいいですよね。皆さんは金型がどう〇當間盛夫委員

こうと言いますが、来年には―完成するのは来年ですか。来年完成する中で、

実際、うるま市とかその他の部分で金型の何かができたという話も聞こえてこ

ないですし、貨物のターミナルもそうですが、華々しく当初は伸びてきたけれ

ども、今、皆さんは何を言うのかといいますと、ほかの航空のものでそういう

貨物のものもふえてきて、価格が当初の半分になっていてということで全日空

は路線を減少していくわけですよね。あれも全部、県と国でつくってきて全日

空にさせて、結果的にその効果が今どうなっているのかという岐路に立ってい
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ます。今回も全日空に整備基地をさせて、台湾とかＬＣＣとかそういった部分

を187億円をかけてもやると言いますが、沖縄にとってのものがどうなのかと

いうことを皆さんはもう少し精査したほうがいいのではないですか。その辺は

どうですか。

経済効果をどうやって発揮していくかというこ〇平田正志企業立地推進課長

とに関してですが、今現在、私どもで有識者の委員会を設定して、その中で先

進地の事例―航空会社であるとか、航空機、その整備品のメーカー等にヒアリ

ングをしておりまして、今後、この企業等を沖縄に誘致していくためのアクシ

ョンプランを策定しているところで、今年度中に策定をする予定です。それを

踏まえて次年度に誘致の取り組みを実施していきたいと思います。事業等の事

業性としまして、世界的な航空機製造会社であるボーイング社やエアバス社の

推計では、アジアを中心に航空機の数が相当数ふえて航空機整備の需要が増大

するという見込みがおおむね出ていると見込まれているところです。そこでそ

のニーズを取り込むということと、また現在、ＭＲＯＪａｐａｎ株式会社とい

う会社が入居予定となっておりますが、これはＡＮＡグループに属する企業で

ありまして、もちろん関連するＡＮＡグループ、それからそれに関連するＬＣ

Ｃの航空機に関する整備も引き取っていくと。さらに先ほど申し上げたアジア

で増大する需要を取り込むということもその企業としては想定しておりますの

で、一定の事業見込みとしては見込まれるものだと考えております。

皆さんもほかを見ているはずですが、例えば台湾でも同じも〇當間盛夫委員

のをつくっています。もっと規模的に大きなものを。そういった部分もしっか

、 、 、 、り見ないと 187億円をかけて 皆さんそういう話はするけれども 現実には

規模的には全然匹敵するような規模ではないのです。そういったことも皆さん

はしっかり見ていかないといけないと思います。187億円は予算的に決して少

ない予算ではないわけですので、本当にそれが効果が出るようにやらないとい

けないですし、なぜ私がそういう話をするかといいますと、隣につくったロジ

スティクスは今、ヤマト運輸株式会社がやっていますが、一般質問の中で国外

に出しているのが10％もないという話では、なぜあれを県がつくらないといけ

ないのかという話になってくるのです。

それに絡んで、国際物流拠点産業集積地域の賃貸工場整備事業で今回はマイ

ナス４億円というものがありますが、このうるま市の賃貸工場は総予算として

どれぐらいかけているのですか。
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、 、〇平田正志企業立地推進課長 うるま市の旧特別自由貿易地域の中で 今現在

県で40棟の賃貸工場を整備しておりまして、約140億円を事業費として計上し

ております。

皆さんが資料を持っているかですが、搬入はいいとして、搬〇當間盛夫委員

出額はわかりますか。県外にどれだけ出して、国外にどれだけ出て行ってと。

私どもが企業誘致をしておりますいわゆる旧特〇平田正志企業立地推進課長

別自由貿易地域に立地した企業の搬出額として集計しますと、平成28年度の実

績としては、搬出額の合計が95億7300万円で、その内訳として、国内向けが67

億400万円、約70％。国外向けが28億6900万円、約30％となっております。こ

れを私どもが進めている国際物流拠点形成に資する移・輸出ということで整理

しますと、県外・国外含めてですが、県外・国外への搬出額は先ほどの95億の

うち70億8400万円となっておりまして、その搬出額の合計は全体の約74％を占

めるということになっております。

、 。 、〇當間盛夫委員 明るい話をしたいのですが これは伸びているのですか 今

平成28年度の90億円というものはわかりましたが、年々右肩上がりに伸びてき

ているのですか。そして国外に出すものも伸びてきているのですか。そういう

ことを何か示せますか。

今、申し上げた旧特別自由貿易地域の県外・海〇平田正志企業立地推進課長

外への搬出量は、平成23年度においては47億円でございました。これが先ほど

申し上げた70億円になっているわけですが、伸び率としては平成23年度と比較

して1.5倍に伸びている状況でございます。

1.5倍に伸びているということで、今、90億円の搬出額とい〇當間盛夫委員

う形になりますが、実際には税金で140億円かけているわけですよね。本来は

これの10倍ぐらいの搬出額があることが普通だと思います。２次産業が全国的

に比べても―沖縄県はアジアに向かっていくというけれどもなかなかそれがで

きていないわけで、このことが基礎になってくると思いますので、もっとその

ことを頑張ってもらって何が問題なのかということも―やはり、税制的な問題

があるのか、そういったことももう少ししっかりと知恵を出して伸ばしていく

ようなことをやっていきましょう。実際にこの賃貸工場をこういう形でやりま

すが、皆さんが見る中城港湾の促進調査のものでも3300万円マイナスになって

H29.12.13-02

総務企画委員会記録



- 24 -

います。ということは、促進調査で中城港湾から出すものがないというような

見られ方になるわけです。結局、実証で出せる、出そうという計画をしていた

ものが3000万円もマイナスになるということは、中城港湾からまだまだ物を出

すということがないということを示しているようなものになっているはずでし

ょうから、ぜひその辺も踏まえて頑張ってもらいたいと思っています。

ほかに質疑はありませんか。〇渡久地修委員長

当山勝利委員。

説明資料の８ページ、情報産業振興費について伺います。〇当山勝利委員

別の説明資料の中に県内のデータセンター等のＩＴ拠点施設と沖縄ＩＴ津梁

パークをつなぐネットワークのループ化と書かれていますが、そのようなＩＴ

拠点施設が何カ所あって、何を目的に整備されようとしているのか、お伺いし

ます。

今回整備いたします沖縄クラウドネットワー〇宮城宏幸情報産業振興課班長

クとは、県が建設した沖縄情報通信センターを初めとする県内主要データセン

ター４カ所と沖縄科学技術大学院大学―ＯＩＳＴ、沖縄ＩＴ津梁パークの６カ

所を相互に接続する相互のインフラの整備のこととなっておりまして、今回こ

。 、れらの拠点間で助長化するための拡充事業となっております 県としましては

これらの施設間をクラウドネットワークとして整備することで、利用する企業

のネットワーク通信費等の低減化、また安心につなげていきたいと考えている

ところです。

そうすると、県内のＩＴ企業の利便性を図るということの整〇当山勝利委員

備ですか。将来的には、いろいろ沖縄県は情報通信産業をさらに発展させよう

ということも考えていますが、そこら辺の戦略的なものはないのですか。

現在、県としましては、ＩＴ津梁パークに企〇宮城宏幸情報産業振興課班長

業の集積化を図っているところであります。今回、ＩＴ津梁パークにつきまし

ては、単線―ケーブルが１つでつながっているということで、今回の拡充事業

によりましてそれをループ化―１つの線が災害等で切れたとしても安心して使

えるような環境をつくっていくということで、現在、ＩＴ津梁パークに進めて

いる集積をさらに促進していこうと考えているところであります。
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その集積をすることによって将来的にどういうものを目指そ〇当山勝利委員

うとされているのかがちょっとよくわからないので、教えていただけますか。

県ではさまざまＩＴ振興策をとっております〇宮城宏幸情報産業振興課班長

が、今回の基盤整備もその一つとなっております。今回、こうした信頼性の高

いネットワークを構築することも一つですが、こういう手段を多数とることに

、 、 、より 県内ＩＴ企業の集積の促進を図り また県内ＩＴ産業のさらなる高度化

多様化を図ることで、我々としましては沖縄21世紀ビジョンで掲げているＩＴ

関連産業の売上高5800億円、また県内の立地企業数440社、新規雇用者数４万

2000人の早期達成とさらなる拡大を図りたいと考えているところです。

次に、11ページ、繰越明許費補正の変更の道路橋りょう費の〇当山勝利委員

中に沖縄都市モノレール道路整備事業費が入っておりますが、補正前がたしか

９月に９億6580万円を補正して、さらに今回、繰越明許費が増額補正になって

います。この理由をお聞かせください。

今回の繰越理由としま〇謝花勉都市計画・モノレール課都市モノレール室長

しては、浦添西原線のバイパス工事が関連する西原町の区画整理事業の工事の

おくれ等により発注がおくれていることや、浦西停車場線の用地取得が難航し

ていることから工事発注がおくれており、繰越申請をするものであります。

平成31年の春には開業を目指すということですが、今、用地〇当山勝利委員

取得が難航しているとかがありますと、そこら辺のものが解決しないと平成

31年春の開業は難しいということにはなりませんか。

今、申し上げたのは、〇謝花勉都市計画・モノレール課都市モノレール室長

モノレールに関連する道路の工事でありますが、先ほどお話ししました浦西停

車場線、これは駅舎に続くアクセス道路ですが、これについても用地を取得し

てアクセス道路を整備するという計画になっております。用地取得の難航して

いる事案については収用も踏まえて検討しているところです。

道路の整備のものということですが、それは直接モノレール〇当山勝利委員

の開業には影響しないと理解していいですか。

今回の繰り越しについ〇謝花勉都市計画・モノレール課都市モノレール室長
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ては関連道路ということで、モノレール本体の工事には直接影響はしません。

開業については。〇当山勝利委員

モノレールの開業には〇謝花勉都市計画・モノレール課都市モノレール室長

直接影響しないということではなく、部分的に駅へのアクセス道路も含まれて

いますので、それについては開業とあわせて開通させたいと考えております。

ということは、道路もあわせてということなので、きちんと〇当山勝利委員

次年度この繰越分を含めてできないと開業に影響があるということですか。

アクセス道路の部分に〇謝花勉都市計画・モノレール課都市モノレール室長

ついては、そうなります。

アクセス道路とモノレールの開業とは切り離して考えていい〇当山勝利委員

のか、それとも連動して開業自身に影響―おくれが出てくるとか、どういう見

込みになっていますか。

直接的には影響しない〇謝花勉都市計画・モノレール課都市モノレール室長

部分はございますが、駅までのアクセスについては何らかの方法で確保しない

といけませんので、その辺については開業に向けて取り組みたいと思います。

とにかく平成31年の４月―４月ではなく春ですね。春開業と〇当山勝利委員

いうことを目標にずっと頑張っていらっしゃいますし、浦添市も近隣の自治体

も頑張っていると思いますので、ぜひおくれのないようにお願いします。

ほかに質疑はありませんか。〇渡久地修委員長

中川京貴委員。

11ページ、土木費の道路橋りょう費が繰越明許費補正になっ〇中川京貴委員

ていることを伺います。

、 、 、私は毎回 一般質問でも取り上げましたし 委員会でも取り上げていますが

わざわざ補正までして事業が執行できない。なぜ補正したのですか。事業名は

今の沖縄都市モノレール道路整備事業です。
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休憩いたします。〇渡久地修委員長

（休憩中に、執行部から９月議会で補正したのは繰越明許費の追加であ

り、今回はその変更であると補足説明があった ）。

再開いたします。〇渡久地修委員長

中川京貴委員。

７ページの中小企業金融対策費で10億円が一般財源から出て〇中川京貴委員

いますが、内訳を教えてください。

、 、〇富永誠中小企業支援課班長 中小企業金融対策費ですが 制度としましては

まず中小企業者向け融資の貸付原資となる預託金、これの増額ということで貸

付先は金融機関になります。

これは当初予算では幾らですか。〇中川京貴委員

当初予算では新規貸付分として58億円予算が確〇富永誠中小企業支援課班長

保されておりまして、今回それによります融資枠を152億3800万円ほど見込ん

でいたのですが、中小企業者の資金需要が活発だったこともあり、今回10億円

の補正をしまして、この補正を見込んだ融資枠は184億7100万円ということで

今回補正をお願いしているところでございます。

これは総務部長にもお願いしたいのですが、今、融資枠がふ〇中川京貴委員

えて活発になっていると。これはいいことですが、ここも含めて市町村から広

く意見が出るのは、県の職員―要するに担当がころころかわるので、その職員

の配置違いで今まで２週間でできた書類が１カ月かかったりすると。これは以

前も総務部長に提案しましたし、今は貸付制度に触れて質疑していますが、こ

れ以外の職員も適材適所に配置しないと、専門職がいなくなると手続もおくれ

ますし、また畑違いのところに職員が送られたりするとやる気を失うというこ

ともありまして、これは一般質問でも過去に総務部長に質問をしたことがあり

ますが、手続のおくれというのはないですか。

まずこの制度について説明させていただきます〇富永誠中小企業支援課班長

が、この制度は基本的に直接取り扱い金融機関に申し込む資金と商工会等あっ
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せん機関を経由して申し込む資金がございまして、県職員が関与するという性

質のものではございませんので、これに関しては融資まで―何といいますか、

県職員の人事異動があったからといって時間がかかるということはないかと思

います。

御指摘の部分で全庁的におくれているという話について全〇金城武総務部長

てを掌握しているわけではありませんが、やはりそういう県民サービスを落と

すということはあってはいけませんので、今、業務のあり方といいますか、効

率的にいかに進めるかということを行革の取り組みの一環として業務のマニュ

アル化といいますか、そういう取り組みもしておりますので、人が人事異動で

かわろうがしっかりと引き継いでこれがスムーズに推進できるような体制をつ

くっていきたいと考えております。

ぜひ来年度の―４月からスタートすると思いますが、全般的〇中川京貴委員

に適材適所に配置していただいて、専門職を―市町村は税務とか、都市建設課

とか、全課を回ることもありますが、県は専門職を育ててやりがいのある、や

る気のある仕事をさせることが一番いいと思っています。そうしないとテンシ

ョンが下がって畑違いのところに回されたりすると市町村にも影響すると思っ

ていますが、いかがですか。

人事異動をどうするかということだと思いますが、県は原〇金城武総務部長

則として３年という捉え方をしていますが、特に年齢の若い層といいますか、

できたら全般的に行政を経験させると。そして、一定の中堅になったときにそ

れをまた専門的に、そういう人たちは一定のそういう方向性を持たすといいま

すか、そういう考え方というのは自信を持っておりますので、県の人事のあり

方としていかにしたら適正な、スムーズな、円滑な事務が執行できるかという

ことは、しっかり御提案を受けて検討していきたいと思っております。

ほかに質疑はありませんか。〇渡久地修委員長

上原章委員。

今の中小企業金融対策費については本会議でも取り上げさせて〇上原章委員

いただきました。ここ数年、執行率も改善されて今回補正で10億円ということ

で、それだけ活発に融資が動いていることはいいことだと思います。この仕組

みとして、県が準備する原資と銀行が準備する原資があると思いますが、この
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割合はどうなっていましたか。

本制度につきましては、13資金の17貸し付けご〇富永誠中小企業支援課班長

、 、ざいまして そのうちの15貸し付けについては協調倍率が2.5倍ということで

例えば県の資金が1000万円あったとすると、金融機関のお金が1500万円、合わ

さって2500万円という形になります。あと短期運転資金というものがございま

して、これについては協調倍率が３倍ということで、この場合ですと県のお金

が1000万円、金融機関のお金が2000万円の合計3000万円。あと中小企業再生支

援資金というものがございまして、これは協調倍率が５倍ということで、県の

お金が1000万円、金融機関のお金が4000万円、そして最終的には5000万円の融

資になるという形になっております。

、 、〇上原章委員 貸し付けは それぞれ審査をして沖縄県信用保証協会を通して

、 、 、いろいろ手順を踏んで これが運転資金となり 設備資金となると思いますが

回収の部分について県はどういうかかわりをしていますか。要するに損失補塡

とかやらざるを得ないときも出ると思いますが、その辺の対策はどうなってい

ますか。

まず一般的には正常に返済されるケースが多い〇富永誠中小企業支援課班長

ですが、仮にちょっと残念ながら返済がなかったという場合は、金融機関から

信用保証協会に対して代位弁済の請求がありまして、信用保証協会がそこで代

位弁済を行います。その後、信用保証協会で―これも制度によって若干変わり

はありますが、まず日本政策金融公庫というところから大体８割ぐらい保険金

がございます。あと申し忘れましたが、信用保証の制度の中で100％保証協会

が保証するものと、80％の部分だけ保証協会が保証するものがございまして、

その場合だと２割は金融機関が自己負担、そして残りの８割について保証協会

に代位弁済の請求がありまして、その８割の中の大体７割から８割ぐらいを日

本政策金融公庫に保険金の支払いが起きると。またこれも資金の中身によって

変わりますが、４％から一定割合、全国信用保証協会連合会から損失補償があ

る資金もございます。県の場合はその残金の部分、大体４％から16％とかを損

失補償ということで、今現在、17貸付中８貸し付けが損失補償対象となってお

ります。

ここ数年、これだけ景気も好調に推移しているということもあ〇上原章委員

り貸し付けも伸びているのかと思いますが、一方、皆さんの努力で金利とか保
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証料とかの付加価値といいますか、借り主が県の県単融資を利用していきたい

ということに応えていける努力がここまできていると評価したいと思いますの

で、今後とも県単融資が本当に県民また中小企業を育てるように、いい形で使

っていただけるよう頑張ってほしいと思います。

ほかに質疑はありませんか。〇渡久地修委員長

宮城一郎委員。

１点だけよろしくお願いします。〇宮城一郎委員

資料の８ページ、文化観光スポーツ部の一般観光事業費1000万円というとこ

ろですが、こちらは新規に急遽発生した調査事項ということでよろしいでしょ

うか。

この事業に関しましては、昨年度、沖縄県観光振〇仲里和之観光政策課班長

興基本計画を改定しまして、入域観光客数の目標を1000万人から1200万人、入

域観光収入を１兆円から1.1兆円に修正したところです。昨今、観光客数につ

いては順調に増加しておりますが、観光客が増加することによる受入面でのさ

まざまな課題が顕在化しているということがございます。今後の観光誘客活動

の取り組みにおいては、県民の観光に対する理解であったり、県民がそれを支

持して一緒に観光振興をしていくというところが非常に重要であると考えてお

りまして、この受入環境の未整備等の部分を県民がどのような形で意識として

持たれているのか、そういったところを今回調査しまして、今後の課題に対し

てどのような形で受入体制を強化していくかというところを図るための調査と

いうことで今回新たに調査事業の補正を組んでいるところでございます。

まさに観光客の増加に対応するための県民目線からのという〇宮城一郎委員

ところで興味深く思っていまして、実際に、県が県民に対して投げかける調査

としてどういう課題をラインナップされていますか。

基本的には今後、調査委託事業者の選定をする中〇仲里和之観光政策課班長

でいろいろ議論をしていくところではございますが、基本となる調査項目につ

きましては、基本的に今、沖縄県域を６地域に分けまして、2000サンプルぐら

いをとりたいと思っておりますが、沖縄観光施策に対する重要度とか充足度、

どういったところに課題を感じているのか、県や国、それから市町村に力を入

れてほしい取り組みがあるのか、観光に対する県民の価値観やそれによって生
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活がどのように向上しているのか、どういったところが課題なのかというとこ

ろを調査していきたいと考えております。

まだ課題を厳密に絞り込んでいるという状況ではないという〇宮城一郎委員

ことですか。

今、申し上げました基本的なところに加えて、今〇仲里和之観光政策課班長

、 。後 調査を実施するに当たっては具体的に検討していきたいと考えております

今、いろいろと報道でも、それからいろいろな答弁でもある〇宮城一郎委員

観光税に対する県民の考え方なども拾っていく御予定とかあるのでしょうか。

その点に関しても質問項目の中には含める方向で〇仲里和之観光政策課班長

検討したいと考えております。

ほかに質疑はありませんか。〇渡久地修委員長

（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。〇渡久地修委員長

よって、甲第１号議案に対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、補助答弁者の入れかえ）

再開いたします。〇渡久地修委員長

次に、乙第１号議案沖縄県職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例について審査を行います。

ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。

金城武総務部長。

それでは、乙号議案について御説明いたします。〇金城武総務部長

議案は、冊子の平成29年第６回沖縄県議会（定例会）議案（その２）にござ

、 （ ）いますが 説明はお配りしております平成29年第６回沖縄県議会 11月定例会

、 。総務企画委員会乙号議案説明資料にて行いますので そちらをごらんください
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それでは、説明資料の１ページをお願いします。

乙第１号議案沖縄県職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて御説明いたします。

この議案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正されたこと

を踏まえ、非常勤職員について子が１歳６カ月に達する日の翌日以後も育児休

業が必要と認められる場合を定め、子が２歳に達する日まで育児休業をするこ

とができることとする等の必要があるため、条例の一部を改正するものであり

ます。

改正の概要は、非常勤職員の子が２歳に達する日まで育児休業をすることが

できる特に必要と認められる場合を定めるとともに、職員の育児休業の期間の

再度の延長ができる特別の事情等を明確化するのものであります。

以上で、乙第１号議案の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

総務部長の説明は終わりました。〇渡久地修委員長

これより、乙第１号議案に対する質疑を行います。

なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、

重複することがないよう簡潔にお願いいたします。

また、この際、執行部の皆様に申し上げます。

答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られ

るよう御協力をお願いいたします。

質疑はありませんか。

（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。〇渡久地修委員長

よって、乙第１号議案に対する質疑を終結いたします。

次に、乙第２号議案沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す

る条例について審査を行います。

ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。

金城武総務部長。

次に、説明資料の２ページをごらんください。〇金城武総務部長

乙第２号議案沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

について御説明いたします。
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この議案は、義務教育費国庫負担金の最高限度額の算定方法が見直されるこ

とを踏まえ、部活動指導業務等に係る特殊勤務手当の支給額を引き上げる必要

があるため、条例を改正するものであります。

改正の概要は、教員特殊業務手当のうち、修学旅行等引率指導業務、対外運

動競技等引率指導業務及び部活動指導業務に係る特殊勤務手当の支給額を引き

上げるものであります。

以上で、乙第２号議案の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

総務部長の説明は終わりました。〇渡久地修委員長

これより、乙第２号議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

又吉清義委員。

１点だけわかるようでしたらお願いします。〇又吉清義委員

このように勤務手当支給を行うということは、例えば次年度トータルでどの

くらいの予算になるのか、その点だけ、もし把握しているようでしたら説明し

てもらえますか。

今、委員から御質疑のありました金額ですが、年〇與儀秀行学校人事課班長

間で１億2500万円の増額となります。

年間で増額が１億2500万円ということは、増額しない前の金〇又吉清義委員

額も―例えば現行のものに１億2500万円を足すということですが、トータルで

幾らになりますか。

トータルにしますと、金額が７億5100万円となり〇與儀秀行学校人事課班長

ます。

人数的には何名分ぐらいでしょうか。そこまでもう少し丁寧〇又吉清義委員

に説明したらすぐに終わりますが。

トータル的には―人数ということではなく、１人〇與儀秀行学校人事課班長

の方が何日もやるということもありますので、延べ人数、延べ日数という形で

計算しておりますが、今回のものですと約23万4680日分の人数という形になり
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ます。

ほかに質疑はありませんか。〇渡久地修委員長

当山勝利委員。

ただいまの議案の説明の中に、条例第40条第１項第４号と書〇当山勝利委員

かれている部分についてお伺いします。

部活動に関する指導業務をされたときの手当ということで、3000円から

3600円へなのですが、支給される要件はどのような要件が必要でしょうか。

これにつきましては、特殊勤務手当に関する条例〇與儀秀行学校人事課班長

第40条第１項第４号で、クラブ活動は正規の教育課程として行われる活動で、

学校の管理下で行われる業務であり、あらかじめ部活動等の指導を担当する職

員が児童生徒を直接指導する業務や競技会等への引率、指導業務を行う場合で

土日の週休日、それから休日、休日の代休日に４時間程度業務に従事したとき

に支払われる手当となっております。

例えば、指導をするのに１時間でも出れば支給されるのか、〇当山勝利委員

要件があると思いますが……。

この手当につきましては４時間程度従事したとき〇與儀秀行学校人事課班長

と決められておりますので、４時間未満のものについては支給対象とはなって

おりません。

そうすると最低でも４時間ということですので、８時間でも〇当山勝利委員

この額ということだとは思いますが、例えば最低４時間指導をしたということ

になると、時給で計算すると900円ですよね。いろいろ教職員の方々は手当等

がついているとは思いますが、例えば普通の教職員の方が平均的に日給でいう

と幾ら―時給でもいいですが、幾らぐらいになっていますか。

手元に正確な資料を持ち合わせておりませんけれ〇與儀秀行学校人事課班長

ども、教員の平均年齢から算出した場合ですと、約2600円程度だったと思いま

す。

そうすると、まず日給で計算しても―時給で2600円にしても〇当山勝利委員
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ちょっと差がありますし、部活動の指導に従事している先生は全員ではないで

すよね。何割の先生方が部活動の指導に従事されていますか。

これにつきましては現在、手元に資料を持ち合わ〇與儀秀行学校人事課班長

せておりませんので、また後日改めて資料を提供させていただきたいと思いま

す。

とにかく100％ではないと思います。100％の先生が部活動の〇当山勝利委員

指導に当たられているわけではないわけですよね。指導をしている先生と指導

をしていない先生との差が出てくるわけなのです。土日、一生懸命子供たちを

教えているのだけれども、時給で換算すると900円だと。でも、普通の先生の

時給というのは本当はそれよりもっと高額で、そこら辺でいわゆる、今、言わ

、 。れている負担感が大きくて そこら辺が問題になっている要因の一つなのです

先生によっては、子供たちを指導したいという先生は負担感がありません。で

すが、どうしてもお願いされてそれを部活動として、もしくはスポーツ系だっ

たらやったことのない部活動だけどそれを指導しなくてはいけないといいます

か、顧問の先生をお願いされたからやらないといけないという先生は結構負担

感があったりするという声をよく聞きますので、今回増額となっていますが、

そこら辺の改善という意味ではもうちょっと考慮するべき点もあるのかと思い

ますが、いかがでしょうか。

今、委員おっしゃったように、確かに教員の勤務〇與儀秀行学校人事課班長

のところで部活動が過重労働の要因になっているということもございまして、

今回の部活動手当等の改正におきましては、部活動に対する適正化というもの

をやっていくという形でありますので、その辺のところで部活動についても適

正化を図って教員の方々の負担を減らしていくような形で今後やっていきたい

と思います。

、 、〇当山勝利委員 負担感といいますか 今回増額という形にはなっていますが

なかなかそれでも合わないですよね。引き合わないといいますか。ですので、

外部コーチの検討などについて文部科学省も言っておりますが、そこら辺も含

めてそういう負担感をできるだけ減らすような方向へ持っていただきますよう

お願いします。

ほかに質疑はありませんか。〇渡久地修委員長
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（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。〇渡久地修委員長

よって、乙第２号議案に対する質疑を終結いたします。

次に、乙第３号議案東日本大震災に対処するための沖縄県職員の特殊勤務手

当の特例に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。

ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。

金城武総務部長。

次に、説明資料の３ページをごらんください。〇金城武総務部長

乙第３号議案東日本大震災に対処するための沖縄県職員の特殊勤務手当の特

例に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。

この議案は、著しく異常かつ激甚な非常災害等が発生した場合において、東

日本大震災に対処するための業務に従事した場合に特例的に支給する特殊勤務

手当と同様の手当を支給できるようにする必要があるため、条例を改正するも

のであります。

改正の概要は、東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための手当

の新設を行うとともに、題名を東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規

模災害等に対処するための沖縄県職員の特殊勤務手当の特例に関する条例に改

めるものであります。

以上で、乙第３号議案の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

総務部長の説明は終わりました。〇渡久地修委員長

これより、乙第３号議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

上原章委員。

確認ですが、今、この条例に該当する、派遣している職員はい〇上原章委員

るのですか。

今現在、この条例に適応する方を派遣したことはありま〇真鳥洋企人事課長

せん。
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この説明の中に人事委員会規則で定める区域という表現があり〇上原章委員

ますが、この区域というのはどういったところになりますか。

まだ実際には起こっておりませんので、あくまでも委任〇真鳥洋企人事課長

する予定の内容になりますが、まず特定原子力事業所、緊急事態応急対策実施

区域に所在する原子力事業所のうち人事委員会が定めるものの敷地内において

行う作業―この場合、手当額２万円の範囲内で人事委員会が決めると。それか

ら２番目に、特定原子力事業所に係る本部長指示に基づき設定された区域等を

考慮して人事委員会が定める区域において行う作業―これは日当額が１万円の

範囲内で人事委員会が定める額ということになっています。

ですから、人事委員会規則で定める区域とはどういった区域な〇上原章委員

のかと聞いているのですが。

今回開設する手当につきましては、今後、東日本大震〇嘉手納裕総務統括監

災等々の災害が起きたときを想定してつくられたものでございます。現行、東

、 、日本大震災に係る作業手当がございますが これについては人事委員会規則で

例えば福島第一原発敷地内の免震重要棟とか棟外で行う作業とか、そういう形

で今後震災が起こった場合に人事委員会が定めていくということになります。

ほかに質疑はありませんか。〇渡久地修委員長

（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。〇渡久地修委員長

よって、乙第３号議案に対する質疑を終結いたします。

次に、乙第４号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例について審査を行い

ます。

ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。

金城武総務部長。

次に、説明資料の４ページをごらんください。〇金城武総務部長

乙第４号議案沖縄県税条例の一部を改正する条例について御説明いたしま

す。

この議案は、自動車税の賦課徴収に関する申告または報告に際しては、本人
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確認のための書類の提出を求めておりますが、本年９月から自動車税事務所等

で住民基本台帳ネットワークシステムの運用が可能となったことにより、当該

書類の提出がなくとも氏名または住所の確認が可能となったことから、納税義

務者の負担軽減を図るため、本人確認のための書類の提出義務を廃止するもの

です。

以上で、乙第４号議案の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

総務部長の説明は終わりました。〇渡久地修委員長

これより、乙第４号議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

比嘉瑞己委員。

この間、マイナンバー制度も始まっている中で住民基本台帳〇比嘉瑞己委員

ネットワークシステム―住基ネットに対応するという中身になっていますが、

なぜ今、住基ネットという話になっているのですか。

住基ネット自体は運用して十数年近くたっていますが、〇千早清一税務課長

今年度、県税事務所に住基ネットの端末を導入いたしまして、念頭にはマイナ

ンバーといいますか、それとの連携も含めた形で設置をしたものですから、今

この時点で住民票の添付を義務づけている自動車税の申告の添付義務を廃止し

たいということでの提案になります。

私はマイナンバー制度や住基ネット制度に対しては反対の立〇比嘉瑞己委員

場ですが、今後、またマイナンバー制度が始まった中で今度の条例改正でいろ

いろ予算もつくと思いますが、また今度数年たったら今度はマイナンバー制度

だということで無駄な税金の支出にならないか心配するところなのですが、そ

の点はどうですか。

当然、マイナンバー制度に100％国民が移行してみんな〇千早清一税務課長

が取得すれば、住基ネットといいますか、その確認は要らなくなるかと思いま

すが、当面の間、まだマイナンバーカードを持っていない方については住基ネ

ットでの確認作業が必要になるかと考えております。

ただ、その住基ネットも十分に活用されていなくてマイナン〇比嘉瑞己委員
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バー制度という話も出てきたと思っています。実際に、県民、市民感覚として

も住基ネットをみんなが取得しているかというと、私は違うのではないかと思

います。その点は今回は置きますが、いずれにしても個人情報を取り扱うとい

う意味では、セキュリティーの面が心配されるところなのですが、その点につ

いてはどうなっていますか。

先ほど申し上げたとおり、各県税事務所―自動車税事務〇千早清一税務課長

所も含めて県内７カ所の事務所に１台ずつ住基ネットの端末を設置しておりま

すが、基本的に住基ネットは専用回線を用いておりまして、外部へのアクセス

ができないようになっております。さらには、端末自体も持ち出しができない

ようにテーブルとケーブルで結んで施錠をしていると。それから使用者につい

ても、各個人ごとにＩＤとパスワード、それに静脈認証という形で誰がいつ使

ったかということが後で検証できるような、不正利用ができないような形での

対策はとっております。

個人情報が決して漏れることのないように、職員の意識啓発〇比嘉瑞己委員

含めて対策をとっていただきたいと思います。

ほかに質疑はありませんか。〇渡久地修委員長

（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。〇渡久地修委員長

よって、乙第４号議案に対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

午後０時０分休憩

午後１時22分再開

再開いたします。〇渡久地修委員長

次に、乙第５号議案県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する

条例について審査を行います。

ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。

金城武総務部長。
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次に、説明資料の５ページをごらんください。〇金城武総務部長

乙第５号議案県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例に

ついて御説明いたします。

この議案は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性

化に関する法律の一部が改正されたこと等を踏まえ、条例を改正するものであ

ります。

主な改正概要は、地域経済を牽引する事業を行う事業者が設置した施設に係

る不動産取得税または固定資産税について、課税を免除する措置を講ずるもの

であります。

以上で、乙第５号議案の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

総務部長の説明は終わりました。〇渡久地修委員長

これより、乙第５号議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

當間盛夫委員。

沖縄県にはいろいろと産業集積のものとか、沖縄県だけのも〇當間盛夫委員

のがある中で、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性

化に関する法律―企業立地促進法を使って課税の免除を受けている企業―事例

といいますか、何件ぐらいありますか。

従来の企業立地促進法に基づく課税免除につい〇平田正志企業立地推進課長

ては、対象業種が製造業、情報通信業、運輸業等で、取得価額が２億円以上で

あるという要件がされていました。対象業種の事業者もいらっしゃるところで

はありますが、沖縄県においては沖縄振興特別措置法における課税免除かつ課

税免除の各地域制度がございますので、その点の課税免除の要件が取得価額

1000万円以上とか、企業立地促進法の要件が緩和されている状況がございまし

た。そういったこともありまして、実績としてはなかった状況であります。

今、沖縄県だけにあるといいますか、地域促進のほうが有利〇當間盛夫委員

だということで税目的な企業立地促進法にのっとってのものは沖縄県内では該

当するといいますか、これを対象にしてやる企業はないという認識でよろしい

ですか。
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そのような認識で結構だと思います。〇平田正志企業立地推進課長

ほかに質疑はありませんか。〇渡久地修委員長

（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。〇渡久地修委員長

よって、乙第５号議案に対する質疑を終結いたします。

次に、乙第28号議案当せん金付証票の発売についての審査を行います。

ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。

金城武総務部長。

次に、説明資料の６ページをごらんください。〇金城武総務部長

乙第28号議案当せん金付証票の発売について御説明いたします。

この議案は、平成30年度において本県で発売する当せん金付証票、いわゆる

宝くじの発売限度額について、当せん金付証票法第４条第１項の規定に基づき

議決を求めるものであります。

発売限度額は、143億円としております。

以上で、乙第28号議案の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

総務部長の説明は終わりました。〇渡久地修委員長

これより、乙第28号議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

又吉清義委員。

宝くじの当せん金について、例えば県に入る収入というのは〇又吉清義委員

どのぐらいあるのでしょうか。

平成28年度の実績で、発売額が119億9400万円に対して〇宮城嗣吉財政課長

収入金額が50億2300万円になっています。

今、119億円を販売して、これは県内で１年間で売れたもの〇又吉清義委員

かと思いますが、そのうち収益として50億円あると。こういう財源が入ること

はいいことだと思いますが、県としてもこの収入はうれしい収入なのか、どう
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いう収入ですか。

宝くじはそもそも公共事業その他国際交流・芸術文化振〇宮城嗣吉財政課長

興等の公益の増進を目的とする事業の財源に充てるために発売できるというこ

とになっておりますので、その趣旨に沿って公共事業等さまざまな事業の財源

に活用させていただいているところであります。

こういった収入を得ることも非常にいいことだと思っていま〇又吉清義委員

すが、例えばそこで、今、販売限度額は幾らと設定をする、その中で皆さんの

説明資料の中に平成28年度の宝くじ当せん金等の割合があります。例えば、当

せん金は48.3％、収益金は39.0％、そして宣伝費等で12.7％とありますが、こ

の割合というのは決まってくるのか、これは議会でも議論できるのか、どうな

りますか。

宝くじの経費配分につきましては、総務省の局長通知に〇宮城嗣吉財政課長

より基準が定められておりまして、先ほどの配分割合になっております。

説明を聞いて驚きましたが、例えば当せん金の割合が48.3％〇又吉清義委員

ということは、半分近くは還元するけれども、もっと市民・県民を喜ばせる意

味で何も48.3％ではなくても、60％ぐらい還元してもいいのかと。なおかつ、

そのかわり売り上げを119億円ではなくて、年間200億円ぐらい売れるようにな

ると、もしかして収益も60億円も上がるのかという考えがあるものですから、

そのようにして県民にもより多く還元するということで、これもできるのかと

思っています。これは総務省で決まっているということですが、例えば県から

そういった要望云々は上がったことはないですか。

経費配分を変えるというよりは、委員おっしゃるように〇宮城嗣吉財政課長

発売額をふやす努力というのが大事かと思っておりまして、限度額の範囲内で

発売の増加に努めていくということで―都道府県の場合には、全国で協議会を

設けて発売したりしておりますので、協議会と連携したＰＲ等に努めていきた

いと思っています。

例えば発売額をふやすにしても、やはりそれだけ利益配分が〇又吉清義委員

買った方に多ければより買い手もふえるのかという考えがあるものですから、

半分以上はあってもいいのではという考えがありました。そこでもう一度お伺
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いしますが、例えば宝くじは法律でいうと賭博に該当するのか、しないのか。

どのようになりますか。

当せん金付証票法の第32条で、都道府県や政令指定都市〇宮城嗣吉財政課長

につきましては―失礼いたしました。地方財政法―地財法の第32条において、

都道府県とか政令指定都市につきましては、公共事業その他公益の増進を目的

とする事業の財源に充てるために宝くじを発売することができるという根拠規

定がございます。

地方財政法でもそうですし、例えば賭博及び富くじに関する〇又吉清義委員

罪ということで、刑法第185条、第187条とかではどうなりますか。

刑法で適用除外になっているかどうかということは確認〇宮城嗣吉財政課長

できませんが、同じ法律レベルで先ほどの根拠法令―地財法で発売できるとい

う形になっておりますので、法律で認められた制度だと考えます。

別に悪いと言ってはいません。賭博に該当する中で―結論か〇又吉清義委員

ら言いますと、宝くじは賭博に該当するのですよね。しかし、なぜ認められる

かということを皆さん御存じですかということを説明してもらいたいというこ

とです。

いわゆる、賭博に当たるかどうかという部分については〇宮城嗣吉財政課長

お答えしかねるのですが、なぜ発売するかという部分につきましては、地方公

共団体の行う公共事業とか、公益の増進を目的とする事業の財源に充てること

を目的としてということで、地域住民の福祉の向上の財源に充てるということ

で発売できると考えております。

ですから、これは財政法ですよと。刑法でいうと先ほどの第〇又吉清義委員

185条、第187条が最終的には刑法第35条で認められると。これに書かれた賭博

だけですと。そういう意味で私は堂々とやっていいという確信があるものです

から、これをまた後で調べてください。ですから、この刑法第35条で―私も調

べて驚きましたが、民間カジノ―統合型リゾートもどのようになっているか御

存じですかということです。

今、検討されている法律だと思いますので、確認したい〇宮城嗣吉財政課長
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と思います。

ぜひ確認してください。調べて驚きましたが、これも同じこ〇又吉清義委員

れに認められているのです。ちゃんと一覧表がありますので。刑法第35条で当

せん金付証票同様で認められるとあるものですから、なるほどこれも一緒なの

だということで、皆さん方がそこまで調べてあるのかと思ってあえて聞きたか

った次第ですが、そういったことですので皆さんもぜひそれを調べてみてくだ

さい。

ほかに質疑はありませんか。〇渡久地修委員長

當間盛夫委員。

収益金について１点だけ聞かせていただきたいのですが、サ〇當間盛夫委員

マージャンボとハロウィンジャンボのものは市町村振興協会にということでこ

の２つはというのがありますが、今現実、沖縄県市町村振興協会で積み立てと

、 、 、 。いいますか 基金といいますか これが今 幾らぐらいあるのかわかりますか

平成28年度末で19億8800万円になっております。〇宮城嗣吉財政課長

意外に少ないという感じですね。現実、減ってはきています〇當間盛夫委員

が、サマージャンボで４億3000円の配分があります。その配分があって、７割

は積み立てしないといけないわけですよね。これはいつから積み立てといいま

すか、基金でやっているのかわかりませんが、それからすると年間３億円かそ

れぐらいは積み立てるわけですよね。それで19億円というのは意外に少ないと

いう感じですが、まあいいです。19億円ということですね。この分でサマージ

、 、 、ャンボにしても ハロウィンジャンボにしても 市町村に行く分がありますが

この配分された分は市町村ではどういう事業に主に使われているのでしょう

か。

使途につきましては、都道府県と同様に公共事業であっ〇宮城嗣吉財政課長

たり、あるいは国際交流・芸術文化振興等に充当されております。

簡潔にしたいのですが、使途的には決められていなくて一般〇當間盛夫委員

財源にプールして、県なり、市町村が自分たちでちょっとこれは足りないとい

う分の事業の回しができるという考えでいいわけですよねということです。宝
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くじですので、使途的に教育に使いなさいとか、そういう分ではない財源にな

るのですかと。

定められた使途の範囲内で柔軟に充当できるようにと考〇宮城嗣吉財政課長

えております。

ほかに質疑はありませんか。〇渡久地修委員長

（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。〇渡久地修委員長

よって、乙第28号議案に対する質疑を終結いたします。

、 。次に 乙第31号議案沖縄県公安委員会委員の任命についての審査を行います

ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。

金城武総務部長。

説明資料の７ページをごらんください。〇金城武総務部長

乙第31号議案沖縄県公安委員会委員の任命について御説明いたします。

、 、この議案は 公安委員会委員１人が平成29年12月21日に辞職することに伴い

その後任を任命するため、警察法第39条第１項の規定により、議会の同意を求

めるものであります。

御提案しました知念公男氏は、昭和40年に合資会社琉球ゴーレックスを設立

後、昭和62年に公益社団法人北那覇法人会副会長、平成12年に沖縄経済同友会

副代表幹事を歴任するなど、長きにわたって経済界で活躍されております。

また、昭和57年に日本青年会議所副会頭、昭和58年には公益財団法人沖縄県

体育協会常務理事に就任し、海邦国体の開催に尽力するなど、組織運営の手腕

及び活動実績は高く評価されていることから、公安委員会委員として適任であ

りますので、議会の同意を得て任命したいと考えております。

以上で、乙第31号議案の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

総務部長の説明は終わりました。〇渡久地修委員長

これより、乙第31号議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

又吉清義委員。
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非常に残念なのは、せっかく金城棟啓さんが平成28年７月〇又吉清義委員

25日に就任をし、任期が平成31年まである中で途中辞職をするということは、

ちょっと残念だと思います。それについてはなぜこのようになるのか、１年近

。 、くで辞職することは余り好ましくないと思います 皆さんは任命をするときに

任期は全うしてもらうということでやっているかと思いますが、その辺はなぜ

か御存じないですか。どういった理由があったのか。

10月26日付で辞職願といいますか、これが提出されており〇金城武総務部長

、 。 、ますが 辞職の理由としては一身上の都合と聞いております 御指摘のように

委員の選任に当たっては、本人から委員就任の同意をとる際に、あらかじめ任

期を説明して、その期間の職務を全うしていただくという前提で任命をしてお

ります。しかし、委員就任後に事前に予見し得ないような事情の変更があるこ

とはあり得るということで、委員の事情により任期途中で辞職されるというこ

とはやむを得ないのかと考えております。

任務はぜひ全うしてもらいたいと。また周りから何か政治的〇又吉清義委員

圧力でもあったのかとそういう言い方をする人もいますが、これは私たちが調

べようがありませんし、そういうことがあるかないかは私もわかりません。や

はり就任したからにはぜひ最後まで全うしてもらうということは大事なことか

と思いますが、そういったやりとりもなさるのですか。

当然に、委員を依頼するときには任期はいつまでとその場〇金城武総務部長

で御説明していますので、それをもって御本人も承諾するという手続をとるわ

けですから、当然、任期満了まで務めていただくということは前提で御説明を

しているところでございます。

ほかに質疑はありませんか。〇渡久地修委員長

當間盛夫委員。

今、又吉委員からもありました金城さんの件ですが、我々か〇當間盛夫委員

らすると、以前いた安里さんという委員は沖縄銀行の御出身。そして、この金

城さんは琉球銀行ということで、流れ的には経済界というよりも金融界からの

選任という流れが公安委員会の中ではあったと思いますが、任期を残して退任

されると。何か理由的なものはそのほかにあるのですか。
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先ほども申し上げましたように、一身上の都合ということ〇金城武総務部長

しか聞いておりません。

皆さんは多忙な中で公安委員会委員を務められている方々だ〇當間盛夫委員

、 、 、と思いますが 以前 我々の定例会で公安委員会委員が出席をするという中で

ほとんど答弁がない分―答弁があるときにぜひ参加をさせてもらいたいという

要望も出ていましたが、お忙しい方々でしょうからそういったところも一因的

には何かあるのですか。

推測になろうかと思いますが、非常に多くの団体の役職を〇金城武総務部長

兼ねているというお話は聞いております。そういう意味で時間的なものも含め

て御多忙の中でのそういうことも、もしかしたら一因になるのかなということ

は我々としては推測しているところでございます。

その中で今回、知念さんということで皆さんは提案されてい〇當間盛夫委員

、 、 、 。 、 、ますが この知念さんは 今 何をされていますか 現在 どういう会社とか

どういう役職につかれているとか。

今現在、琉球ゴーレックス株式会社の相談役をされてお〇真鳥洋企人事課長

ります。

これは知事が決められることになっているのかと思います〇當間盛夫委員

が、先ほど言った金融界の方が急に民間の―琉球ゴーレックス株式会社につい

てはわかりませんが、どうして知念さんという経緯になったのですか。

公安委員の選任に当たっては特定の分野といいますか、そ〇金城武総務部長

ういうものが特にあるわけではございませんが、御指摘のように金融機関から

連続して任命していたという経緯がございます。ただ、今回につきましては、

公安委員の選任に当たって公安委員の法的な要件も踏まえ、知念さんのこれま

でのいろいろな―日本青年会議所での副会頭や沖縄経済同友会の副代表幹事等

々、この辺の経済界での実績とか、あるいは組織運営の手腕といいますか、そ

ういうことを評価して知事が候補者として選考しているのかなというところで

ございます。
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余り説得力がありません。ほかの皆さん―與儀さんはいろい〇當間盛夫委員

ろと行政関係、那覇市役所にもいらっしゃったというようなところがありまし

て、阿波連さんにしても法曹界の部分というところがありますが、今回に関し

ては全くそういう部分のものがなく個人的な部分で出てきたと。皆さんから言

わせたら経済界からの推薦があったという形なのか、今は琉球ゴーレックス株

式会社の相談役をやっているだけであって、経済界にもいらっしゃるわけでも

ない中でこういう形の推薦が上がってくるということ自体わからないですし、

何を知念さんに期待しているのかが見えてこないのですが、それは知事が選ぶ

ことですから、本当に公安委員会の職のものを―この人が皆さんが言う民主的

運営と政治的中立性を確保するメンバーの一人ということを堂々と我々に示し

切れているのかというところがもう一つピンとこないのですが、その辺はどう

我々に説得するのですか。

委員から御指摘がありましたように３名の―例えば與儀委〇金城武総務部長

員でしたら行政の視点から、それから阿波連委員でしたら法律的な専門的な視

点から、知念氏につきましてはこれまでの経済活動の経験を通した視点といい

ますか、そういう形で任務を―公安委員会の任務として、個人の権利と自由を

保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務として都道府県警察を管理し

て、またその法律の規定に基づいてその権限に属せられる事務をつかさどると

いう形で規定されておりますが、この管理というのが大綱の方針―これは警察

本部で警察の事務の運営の方向性といいますか、そういうものが示されており

ますが、それをそれぞれの委員が―先ほど申し上げました、與儀委員は行政の

視点から、阿波連委員は法的な視点、そして知念氏は経済活動を経験したいろ

いろな視点から方針に沿った施策を実施しているかを監督するといいますか、

チェックしていくという立場であると理解しておりますので、知念氏につきま

しても経済的な活動の経験からその任務を担えるものと理解しております。

こういう委員の任命のあり方というのはもう少し―これは我〇當間盛夫委員

々が選ぶわけではなく、そのことは皆さんが提案するわけですから、我々がこ

ういう選び方なのだということをしっかりと理解できるような形で―これは前

々から言われていますが、総務部には示してもらいたいと思っています。これ

も提言で終わっておきます。

ほかに質疑はありませんか。〇渡久地修委員長
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（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。〇渡久地修委員長

よって、乙第31号議案に対する質疑を終結いたします。

、 。次に 乙第32号議案沖縄県教育委員会委員の任命についての審査を行います

ただいまの議案について、総務部長の説明を求めます。

金城武総務部長。

説明資料の８ページをごらんください。〇金城武総務部長

乙第32号議案沖縄県教育委員会委員の任命について御説明いたします。

この議案は、教育委員会委員１人が平成29年12月31日に任期満了することに

伴い、その後任を任命するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものであります。

御提案しました照屋尚子氏は、平成24年に沖縄県特別支援学校ＰＴＡ協議会

会長に就任しており、教育に対する深い関心と熱意を持っておられます。

また、平成26年に沖縄県教育委員会委員に任命され、本県が抱える教育の諸

課題の解決に取り組まれた経験及び実績が高く評価されております。

近年では、おきなわふくしオンブズマンとして障害福祉施設等の利用者から

の相談業務に携わるなど、人格が高潔で教育に関しすぐれた識見を有している

ことから、教育委員会委員として適任でありますので、議会の同意を得て引き

続き任命したいと考えております。

以上で、乙第32号議案の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

総務部長の説明は終わりました。〇渡久地修委員長

これより、乙第32号議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

當間盛夫委員。

先ほど公安委員会でも質疑させていただいたので。今回、照〇當間盛夫委員

屋さんは継続ですよね。

そのとおりです。〇金城武総務部長

なぜ今回は継続ということが出てきたのですか。どこかの団〇當間盛夫委員
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体から照屋さんのほうがふさわしいということがあったのですか。

候補者の選考に当たりましては、沖縄県ＰＴＡ連合会の役〇金城武総務部長

員を初め、新たな候補者の任命も視野に幅広く一応人選を行ったところであり

ますが、照屋氏のこれまでの活動実績に加えて、沖縄県特別支援学校保護者会

から再任する要請等もございました。そのようなことも含めて最終的には知事

が再任が適当であると判断したものでございます。

どういう実績かわからないからですが、沖縄県の教育委員会〇當間盛夫委員

含めて各市町村の教育委員会というのは不祥事だらけだとしか思っていませ

ん。そういう中でいろいろな方々が沖縄県の教育委員会、教育に携わることの

。 。ほうがいいのではないかと思っているところもありますので…… 難しいです

。 、こういう形で皆さんが選んできた方を我々がどうこう言うこと自体 ですから

この辺ももう少し、どこの団体からこういう分があってと。教育委員会からも

―そのことは皆さんがただ選んできたという話ではないはずですので、しっか

りとその辺も出してきてほしいのですが。ただ資料にあるように、沖縄県特別

支援学校のＰＴＡを長年している―長年しているからいいという話でもないわ

けですので。これは答えようがないと思いますので、いいです。

ほかに質疑はありませんか。〇渡久地修委員長

又吉清義委員。

やはり、教育委員会委員で沖縄全般にかかわる教育だと思い〇又吉清義委員

ますので、例えばこの５名の方々の地域別。前から指摘していますが、偏りは

ありませんかと。具体的にこの５名の方々の出身はどちらの市町村ですか。

現職委員の５名のうち、那覇市が３名、沖縄市が１名、宜〇金城武総務部長

野湾市が１名という状況でございます。

人格であったり、いろいろ適した方がいることは確かかもし〇又吉清義委員

れませんが、これからすると北部地区の方が非常に少ないのではないのかと。

そういうことを考えた場合、やはりそういったところも入れるべきではないの

かと。入れることによって学校現場で起きていること、そしていろいろな諸問

題も生の声が聞こえる、そして教育委員会として反映することができるのでは

ないかと思います。ぜひまたその辺等も―いろいろ条件が厳しいことも存じて
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いますが、那覇市だけで３名というよりは、せめて那覇市を２人ぐらいにして

もらってばらすことにより地域の教育に対する現状が出てくるかと思います。

そういうこともぜひできるようにしてもらえませんかというのが私の提案です

が、いかがでしょうか。

御提案はしっかり受けとめたいと思いますが、地域のいろ〇金城武総務部長

いろな課題を吸い上げるという意味では確かにそういう視点も大事かと思って

いますが、今、委員の選任に当たっては個人の持っている人格・識見とか、い

ろいろな経験等含めてそういう形で選任をしておりますので、御提案はしっか

りと受けとめたいと思っております。

そういったことを勘案しながらできる限り地域配分も考える〇又吉清義委員

ということをぜひやっていただきたいと思います。

ほかに質疑はありませんか。〇渡久地修委員長

（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。〇渡久地修委員長

よって、乙第32号議案に対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、補助答弁者の入れかえ）

再開いたします。〇渡久地修委員長

次に、総務部関係の陳情平成28年第40号外１件の審査を行います。

ただいまの陳情等について、総務部長の説明を求めます。

なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明

をお願いいたします。

金城武総務部長。

総務部関係の陳情案件につきまして、お手元にお配りして〇金城武総務部長

おります総務企画委員会陳情説明資料に基づき、御説明いたします。

表紙をめくっていただき、陳情一覧表をごらんください。

総務部関係は、陳情が継続２件となっており、新規の請願及び陳情はござい
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ません。

陳情の継続２件につきましては、処理概要に変更はございませんので、説明

は省略させていただきます。

以上で、総務部所管の陳情について御説明いたしました。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

総務部長の説明は終わりました。〇渡久地修委員長

これより、各陳情に対する質疑を行います。

質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないよう簡潔

にお願いいたします。

なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うよ

うお願いいたします。

質疑はありませんか。

（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。〇渡久地修委員長

以上で、総務部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、説明員の入れかえ）

再開いたします。〇渡久地修委員長

次に、乙第16号議案損害賠償請求事件の和解等についての審査を行います。

ただいまの議案について、警察本部警務部長の説明を求めます。

中島寛警務部長。

乙第16号議案につきまして、お手元の資料損害賠償請求事〇中島寛警務部長

件の和解等についてに基づき御説明申し上げます。

平成25年１月25日の夜、故障のため路肩に駐車していたトラックに、後方か

ら進行してきた原動機付自転車が衝突し、原動機付自転車の運転手が死亡する

という交通事故が発生しました。その後、平成28年７月19日に、死亡した原動

機付自転車の運転手の妻とその子供が、トラック運転手ほか２名と沖縄県を被

告とする損害賠償請求事件を提起しました。
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原告らは、死亡事故の約３時間前に同じ現場で発生した交通事故の処理後、

沖縄県が事故防止の措置をとらなかったことが事故発生の一因であると主張

し、沖縄県としては過失責任はないとして係争中のところ、本年９月19日、那

覇地方裁判所裁判官から沖縄県に対して、原告らに200万円の解決金、原告ら

の相続割合10分の７に応じて140万円、を支払う内容の和解を成立させること

が相当であるとの和解勧告がなされました。

沖縄県警察としましては、県議会の同意を得た上で、裁判所からの和解勧告

を受け入れ、和解に応じるべきものと考えております。

以上で、乙第16号議案の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いします。

警務部長の説明は終わりました。〇渡久地修委員長

これより、乙第16号議案に対する質疑を行います。

なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、

重複することがないよう簡潔にお願いいたします。

また、この際、執行部の皆様に申し上げます。

答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られ

るよう御協力をお願いいたします。

質疑はありませんか。

比嘉瑞己委員。

本当に遺族の方には言葉もありませんが、原告が訴えている〇比嘉瑞己委員

ように第一事故の後、何らかの措置をすれば事故は避けられたのではないかと

感じます。警告措置をとらなかったとなっていますが、これは警察の業務上義

務づけられていないのですか。

まず、説明をする前に亡くなられた運転手の方の御冥福を〇中島寛警務部長

、 。お祈りするとともに 御家族の方に謹んでお悔やみを申し上げたいと思います

その上で委員から御質疑のありました件について、まず事故の概要と経緯か

ら言及させていただきたいと思いますが、この事故は平成25年１月25日の夜

11時ごろに発生しておりまして、エンジンの故障のため路肩にとめてあったト

ラックになります。場所的には、国道332号線の那覇空港から山下交差点に向

、 。かう垣花というところの付近らしいですが そこでトラックがとまっていたと

そこに原動機付自転車―原付の運転手の方が衝突して亡くなられたという事案

ですが、その約３時間前に同じような原付が衝突して、その運転手が左手の小
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指を骨折するという事故が発生しています。論点としては―裁判になっていま

すが、警察官の過失があるかどうかというところが論点になっていまして、過

失があるということは何かといいますと、重大な結果が生じた、その結果を予

見することができたのか、さらにその結果を回避することができたのか、そこ

が争点となっておりました。当時の状況を検証したところ、約90メートル後方

からでも故障してとまっていた軽トラックが視認できたという状況があると。

故障してとまっていたトラックですが、ここは２車線の道路でして、それぞれ

3.5メートル、3.5メートルの道幅がございます。そして外側帯が1.5メートル

左側にありますが、その軽トラックは外側帯から0.8メートルはみ出してとい

いますか、とまっている状態でして、そういうはみ出している部分はあります

が第一通行帯及び第二通行帯は通行可能な状況であったと。実際の事故もブレ

ーキ痕がないという状況があったこと、それと第一事故のけがをされた当事者

の方も二十数メートル先から物体といいますか、軽トラは見えていたけれども

後方にタクシーがあったのでそれに気をとられて結果的に左手をかすってしま

ったというような供述がありまして、そういったことを踏まえて現場の警察官

としては、視認性であるとか第一事故がよそ見といいますか、そういうところ

があった状況がございましたので、特段の措置は講じないという対応をとって

いまして、そういうことから裁判で我々は警察官のとった対応は過失ではなく

適法であったという主張をしてきたところでございます。

説明はありがたいのですが、私が質疑しているのは―過失が〇比嘉瑞己委員

あったかどうかということは司法に任せるしかないと思いますが、警察業務と

して事故の車のレッカー移動だったり、反射板を設置する等の警告措置という

ものは義務づけられていないのかということです。

まず事故があった場合、基本的には事故の当事者が車を〇梶原芳也交通部長

移動することになります。今回の事故につきましては、先ほど警務部長から説

明があったとおり、基本的には前を見て運転をしていれば事故はないという部

、 、分と 今回対応した警察署の警察官等はここで過去に事故を扱ったことがない

要は、何カ年か勤務しているけれども全く事故がない、そして事故を起こした

場合、基本的には次の事故を起こさないように適当な場所に移動するという義

務がありますが、この運転手の場合は故障した関係で路肩に寄せているという

ことで一応の措置はとっています。警察官としてもそこに行ったときに、これ

までも事故がないところ、そして普通に走っているのであれば見えるので十分

に通れるということで特段の措置は要らないのではないかと。措置をとらなく
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てもその後の事故が起こるということはないのではないかという判断をしてい

。 、 、ます 通常 事故があった場合に警察官が何らかの措置をするかといいますと

事故の当事者が誰もいない、そしてそれが今度はほかの交通に非常に迷惑にな

っている、危険になっているとか、動かす人がいないという場合には移動する

ことができる―できる規定で、できるとなっています。今回の事故につきまし

ては、そのように急いで車を動かさなくても、その後の事故というのはないの

。 、ではないかという判断のもとに特段の措置というのはとっておりません ただ

そのときもこの車の運転手についてはトラックに会社名がありましたので、こ

の車を早く動かそうということで会社名から電話番号を探して連絡をとりまし

たが、あいにく夜間ということもありまして連絡がとれずに結局車は動かなか

ったということになっております。

事前の皆さんの説明では、第二事故が発生したときにはいろ〇比嘉瑞己委員

いろ頑張ったけれども翌朝対応するということで運転手はいなかったと。当事

者がいないわけですので、先ほどおっしゃったように警察としても何らかの措

置をとることができる状況にあったと思いますが、その点についてはどのよう

にお考えですか。

先ほど申し上げましたが、今回の事故につきましては、〇梶原芳也交通部長

現場の状況あるいはこれまでの発生状況等から特段の対応をしなくても事故は

。 、起きないのではないかという判断のもとにそういう対応をいたしました ただ

今、委員から御指摘があるように、人が亡くなるという重大な結果が生じてお

ります。それにつきまして裁判所からも重大な結果が生じているので皆さんも

それについては何らかの措置をとるべきではないかという勧告等もございまし

て、今後につきましてはそういうことがないようにということで、現場に―も

しもの話ですが、現場に当事者等がいない、そしてその後に事故が発生するで

あろうとか、そういう場合につきまして警察官が対応できるときには警察官が

対応しますし、仮に対応できないという場合はレッカー移動であったり、ある

いは反射板といいますか、そういうものを今後はやっていこうと考えておりま

す。

第一事故が起きた時点で事故が起きているわけですので、こ〇比嘉瑞己委員

れが起きないだろうという判断はちょっと疑問があります。今おっしゃった再

発防止策を徹底することが大事だと思いますので、最後にもう一度その点につ

いて決意を述べてください。
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まさに今、委員がおっしゃられましたが、運転手の方が亡〇中島寛警務部長

くなられるという非常に重大な結果になっているということ、かつ裁判所から

も警察の対応に関して疑問が払拭できないということで、趣旨として過失が全

くないとまでは言えないという指摘がありますので、我々警察としてもその点

については重く受けとめ、こうしたことが二度と起きないようにしっかり取り

組んでいきたいと思っております。

ほかに質疑はありませんか。〇渡久地修委員長

當間盛夫委員。

今もう和解をされるということで、交通部長から今後のあり〇當間盛夫委員

方について検討していきたいとありましたが、どういう形でのものが可能と考

えられていますか。

これにつきましては今回、裁判所からの勧告等もござい〇梶原芳也交通部長

ましたので、私どものほうで各警察署に対しましては、今回こういう事案があ

ったと。これについては警察の対応についても考えるところがあるというよう

な御指摘等もございましたので、各署については指示をしました。１点目が、

通常、事故が起きたら当事者がいますよね。当然、当事者が片づけないといけ

ないのですが、その当事者に必ず片づけなさいという指導は当然行います。当

事者がいない場合は関係者に連絡をとって早目に片づけなさいという連絡をし

なさいと。それができない場合には連絡がつくまでの間、できる限り現場警察

官において交通整理をしますが、警察というのは110番通報が常時入ってまい

りますので、そういうときにはどうしても現場を離れないといけないという事

態が生じます。そういう場合に、今、パトカーには全て反射板を載せています

が、この反射板を置いて後続の車等々が追突しないように措置をしなさいとい

う指示はしております。またそれでも対応が厳しい場合には、本署の交通課と

調整してどのような対応をしたほうがいいのかということを確認した上で、そ

の現場において一番適切な措置というのを考えて対応しなさいという指示をし

ております。

あの場所は通勤含めてほとんど毎日通る場所でもあります。〇當間盛夫委員

夜間になると通りが広いといいますか、広い分、逆に死角になるのかというと

ころもあります。現実、今、観光バスの待機場がなかなかないということで、
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時間設定によっては観光バスなどが車線―今言う路肩というよりは、車線にと

まったりとか、ちょっと過ぎた高架の車線部分で待機をするという、時間的に

は１時間、２時間という話ではないですが、そういった部分もあったりしてド

ライバーから危ないという指摘を受けた場所でもありますので、ぜひまた皆さ

んからも駐車される場合の注意を促してもらいたいと思っております。これは

提言として終わります。

ほかに質疑はありませんか。〇渡久地修委員長

（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。〇渡久地修委員長

よって、乙第16号議案に対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、補助答弁者の入れかえ）

再開いたします。〇渡久地修委員長

次に、公安委員会関係の陳情平成28年第166号外１件について、審査を行い

ます。

ただいまの陳情について、警察本部警務部長及び同警備部長の説明を求めま

す。

なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明

をお願いいたします。

まず初めに、陳情平成28年第166号の記の２及び陳情第46号について、警務

部長の説明を求めます。

中島寛警務部長。

沖縄県公安委員会所管に係る陳情の処理方針について御説〇中島寛警務部長

明いたします。

お手元の陳情等の処理概要等をごらんください。

１ページの陳情平成28年第166号機動隊や警察の市民弾圧の中止に関する陳

情の２及び３ページの陳情第46号平成29年度「離島・過疎地域振興に関する要

望事項」に関する陳情の２につきましては、前回委員会以降、処理方針に変更

はありませんので、御説明は省略させていただきます。
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御審査のほど、よろしくお願いいたします。

警務部長の説明は終わりました。〇渡久地修委員長

次に、陳情平成28年第166号の記の２を除く部分について、警備部長の説明

を求めます。

髙塚洋志警備部長。

１ページの陳情平成28年第166号機動隊や警察の市民弾〇髙塚洋志警備部長

圧の中止に関する陳情の１、３、４につきましては、前回委員会以降、処理方

針に変更はありませんので、説明は省略させていただきます。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

警備部長の説明は終わりました。〇渡久地修委員長

これより、各陳情に対する質疑を行います。

質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないよう簡潔

にお願いいたします。

なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うよ

うお願いいたします。

質疑はありませんか。

（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。〇渡久地修委員長

以上で、公安委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、説明員等の入れかえ）

再開いたします。〇渡久地修委員長

次に、知事公室関係の陳情平成28年第37号外15件の審査を行います。

ただいまの陳情について、秘書防災統括監の説明を求めます。

なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明

をお願いいたします。

大城壮彦秘書防災統括監。

H29.12.13-02

総務企画委員会記録



- 59 -

ただいま委員長からありましたように、本日午前〇大城壮彦秘書防災統括監

に発生しました米軍機事故の対応のため知事公室長が出席できませんので、池

田、大城の両統括監で対応させていただきます。よろしくお願いします。

それでは、ただいま議題となっております、知事公室所管に係る陳情につき

まして、お手元の陳情説明資料（知事公室）に基づき御説明いたします。

表紙をめくっていただきまして、陳情一覧表がございます。

知事公室所管の陳情は、継続15件、新規１件となっております。

まず、継続審査となっております陳情15件につきまして、修正した箇所を御

説明いたします。

説明資料２ページをお開きください。

継続となっている陳情平成28年第48号放射能公害被害者に人権の光を求める

陳情につきまして、変更がございます。

説明資料４ページをお開きください。

修正した箇所につきましては下線で示しており、読み上げて御説明いたしま

す。

項目３の２段目後半部分に時点修正がございます。

お手元に配付しております資料では363人となっていると思いますが、正し

くは平成29年11月１日現在359名が正しい数字となります。

おわびして、訂正をお願いします

続きまして、説明資料の16ページをお開きください。

陳情第70号消防防災ヘリとヘリ基地の整備に関する陳情につきましては、第

１段落後段部分「検討を始めたところです 」から「検討を行っているところ。

です 」に修正しております。。

次に、新規の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。

説明資料の26ページをお開きください。

陳情第135号災害時避難所施設整備事業に関する陳情につきましてですが、

都道府県は、災害対策基本法第４条に基づき、市町村等の事務または業務の実

施の支援やその総合調整を責務としており、沖縄県では災害時の避難勧告・避

難準備情報の周知支援や自衛隊への災害派遣要請等を行っております。一方、

市町村は、災害対策基本法第５条第１項において、当該市町村の地域並びに当

該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、当該市町村の

地域に係る防災に関する計画を作成し、これを実施する責務を有すると規定さ

れております。西原町は、上記規定に基づき西原町地域防災計画を策定し、同

計画の中で自主防災組織の活動拠点等を整備し、避難ルート及び避難ビルの整
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備を明記しています。今回要請のある避難所施設整備については、当該計画の

観点から西原町において検討する必要があると考えており、県においても必要

な助言・指導を行ってまいります。

以上、知事公室の所管に係る陳情につきまして処理概要を御説明いたしまし

た。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

秘書防災統括監の説明は終わりました。〇渡久地修委員長

これより、各陳情に対する質疑を行います。

質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないよう簡潔

にお願いいたします。

なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うよ

うお願いいたします。

質疑はありませんか。

（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。〇渡久地修委員長

以上で、知事公室関係の各陳情に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、補助答弁者の入れかえ）

再開いたします。〇渡久地修委員長

次に、本委員会所管事務調査事項不発弾等対策についてに係る沖縄県及び全

国の不発弾処理及び対策の現状についてを議題といたします。

ただいまの議題について、 の説明を求めます。秘書防災統括監

大城壮彦秘書防災統括監。

お手元には資料１と資料２の２種類が配付されて〇大城壮彦秘書防災統括監

いると思いますので、順次説明をいたしたいと思います。

県内の不発弾の処理状況の近況及び県の今後の処理方針等について御説明を

いたします。

まず資料１、今年度の不発弾の処理回数についてですが、４月から10月末ま
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での７カ月で27回実施されており、そのうち住民避難を伴うものは11回ござい

ました。全国においては、総務省所管の不発弾等処理交付金事業を事例に挙げ

ますと、平成25年度から平成28年度の４年間の間にわずか４回のみの実施とな

っております。

次に、資料２をごらんください。

、 、不発弾処理件数についてですが 左下に表２の１というグラフがありますが

平成28年度実績―これを陸上自衛隊の処理分で比較いたしますと、全国の処理

件数が1379件、そのうち沖縄県が607件で全国の約44％を占め、処理重量につ

いては右下の表２の２をごらんください。全国で42.1トン、そのうち沖縄県が

25.6トンで約61％を占めており、他府県に比べても突出しております。

次に、今後の処理方針について述べますと、不発弾処理事業においては予算

。 、の増額及び担当課の組織体制の強化に取り組んでまいりたいと思います また

不発弾処理事業の増加に伴い磁気探査業界の技術者不足が生じていることか

ら、その改善に取り組んでまいります。

以上、県内の不発弾の処理状況の近況と今後の処理方針等について御説明い

たしました。

秘書防災統括監の説明は終わりました。〇渡久地修委員長

これより、 質疑を行い沖縄県及び全国の不発弾処理及び対策の現状について

ます。

なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、

重複することがないよう簡潔にお願いいたします。

質疑はありませんか。

當間盛夫委員。

今、これからの部分ということで予算の増額のお話がありま〇當間盛夫委員

したが、平成29年度の不発弾全般の予算というのは大体28億円だと思っていま

すが、どれぐらいでしょうか。

平成29年度の予算は、30億9161万8000円となっ〇上原孝夫防災危機管理課長

ております。

内訳ですか、大規模だとか、住居だとか、いろいろとありま〇當間盛夫委員

すよね。それも簡潔にもしわかりましたら。
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不発弾の事業は６事業ございますが、それぞれ〇上原孝夫防災危機管理課長

述べさせていただきます。まず不発弾処理工事、これが215万5000円。２番目

に広域探査発掘加速化事業、これが16億1735万9000円。次に保安管理事業、こ

れは不発弾の保管庫の管理ですが1822万3000円。あと市町村支援事業というこ

とで２億8792万4000円。あと特定処理事業、これは不発弾が見つかったときに

処理をする事業ですが7995万7000円。あと最近特にふえていますが住宅等開発

磁気探査支援事業、これが10億8600万円となっております。

最後の住宅関係が10億円までと。以前、なかなか市町村との〇當間盛夫委員

ものがかみ合わなくて、当初は執行額が乏しかったという形がありましたが、

今、聞くところによると予算が足りないということで、今年度のものは終わっ

たという話を聞くのですが、これは状況はどうなっていますか。

まず、住宅等開発磁気探査支援事業については〇上原孝夫防災危機管理課長

―ちなみに、平成28年度は４億8200万円を確保していましたが、我々の見込み

。 、として随分多くなるだろうということで10億円余りにしたところです ですが

このところ住宅の着工やホテルの着工、大型の病院とか、そういったところの

着工がふえていまして、もう既に予算を使う見込みになっているところでござ

いまして、今、新規の申請については受け付けができていない状況でございま

す。

これはもう受け付けない。今年度―平成29年度は３月31日ま〇當間盛夫委員

でありますが、新規のものは受け付けないということなのですか。

現時点では予算を全て使う見込みということ〇上原孝夫防災危機管理課長

で、予算が足りないということで受け付けがちょっと無理だということでござ

います。

流用といいますか、組みかえでどうできるのかということが〇當間盛夫委員

ありますが、全体的な予算からしたらその分では30億9000万円もあるわけです

よね。そして今、急激にいろいろな住宅をつくられる方々、民間も周知ができ

てきて、この金額にもなってきているはずですので、ぜひこの辺は予算の組み

かえを含めながら―待つわけにはいかないはずでしょうし、つくるのを待って

くださいとか、例えばホテルとかそういった民間の部分でも予算がないから次

年度にしてくださいというようなことにもならないと思いますので、その辺の
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予算の組みかえとか、何か考えていますか。

これまでも予算の組みかえとかをやっておりま〇上原孝夫防災危機管理課長

す。現時点で予算を95％執行しているということで、広域探査発掘加速化事業

とかそういった別の予算からもし回せるのでしたら回したいと思っていますの

で、ぎりぎりのところまで予算の流用とかを検討していきたいと思っておりま

す。

この辺は沖縄の負の遺産といいますか、処理に70年かかると〇當間盛夫委員

いうことがあるわけですから、今度30億円という予算ではありますが、ぜひこ

れは財政当局に話をしながらでも補正予算を組むとか、そういう形というのは

とれないのですか。

不発弾の事業については 国庫が８割 県が２割〇上原孝夫防災危機管理課長 、 、

とかでやっている事業が多いのですが、県だけで全部を持つというのはちょっ

と厳しいところもありまして、どうしても国庫頼みになるということもござい

ます。国庫についてはこれまで増額や年度途中で補正を組んだりという実績は

ございませんので、ちょっと無理かなということで考えております。

この辺は自民党の中川幹事長にお願いして、国庫の補正の増〇當間盛夫委員

額はやっていないということですが、やってみることはできるのではないかと

思っておりますので、やったことがないからやらないではなくて、やはりこれ

は沖縄の戦後の問題ですので、ぜひ前向きにそういった部分を国とも調整しな

がらその分での補正を組んで皆さんがそのことを待つことがないようにやった

ほうがいいのではないかと思いますが、その辺はどうですか。

先ほどもちょっと申し上げましたが、財務省と〇上原孝夫防災危機管理課長

かにも交渉しないといけないとかもございまして、我々が直接ではなく内閣府

を介してということになりますが、その辺は相談をさせていただきたいと思い

ます。

ぜひ検討して、国にこれはお願いだからと。我々もどうある〇當間盛夫委員

かということをしっかりとやっていきますので、組みかえしても需要があると

いうことであれば、ぜひこの組みかえのものも早目にして予算づけしていただ

ければありがたいと思っています。これは提言、意見として終わります。
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ほかに質疑はありませんか。〇渡久地修委員長

中川京貴委員。

今、當間委員から質疑がありましたが、実際に現場では不発〇中川京貴委員

弾の磁気探査ができないので、工事や事業ができないという要請が我々にも来

ていますが、これは実際に何件あって、どういったものなのか、これは理論武

装しないと予算を増額させる理由がないですよね。要するに、理論武装して理

屈をつくって、こういう事業がとまっているのだという理論武装をしないと、

その予算増額に充てられるかということでちょっと聞かせてください。

住宅等開発磁気探査支援事業については、今年〇上原孝夫防災危機管理課長

度230件以上受け付けしておりましたが、現時点で153件だけ交付決定できると

いう状況で……。今は153件ぐらいしか交付決定できていなくて、それよりオ

ーバーするものについては、次年度以降早期に交付できるようにしたいと思っ

ております。

休憩いたします。〇渡久地修委員長

（休憩中に、中川委員から予算額に対して幾ら足りないのか、１件当た

りの所要額は幾らかを答弁するよう指摘があった ）。

再開いたします。〇渡久地修委員長

上原孝夫防災危機管理課長。

平成29年度の住宅等開発磁気探査支援事業は、〇上原孝夫防災危機管理課長

先ほども申し上げましたが10億8600万円になっております。それで受け付けが

今時点で230件来ていまして、そのうち153件については交付決定されていると

いうことです。住宅についてはちょっと難しいのですが、１件当たり六十何万

円とか、そういう100万円もいかない案件もあったり、１件で数億円というも

のもございまして、１件当たり幾らという平均がなかなかとれなくて、予算を

立てるのに苦労している状況です。

この優先順位はどうやって決めていますか。申請順にやって〇中川京貴委員

いるのですか。
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受付順ということになっています。申請があっ〇上原孝夫防災危機管理課長

てすぐ簡単にポンと受け付けということではなくて、申請があった時点で―我

々の審査業務を業者に委託していますが、チェックして全部書類が完璧に整っ

た時点で正式に受け付けしているということで、それで順位を決めているとい

うところでございます。

。 、 、「 。〇中川京貴委員 ２つ教えてください 申請があって 書類が整って はい

許可します 」と言って磁気探査するまでの期間がどれだけなのか。それと先。

ほど答弁した１件につき１億円を超えるというのは、どういう事業なのか教え

てください。

先ほど答弁した100万円もいかないものについ〇上原孝夫防災危機管理課長

ては、受け付けをしてから２週間程度で交付決定ということになります。大型

案件については豊見城の病院とかございましたが、数億円ということで書類チ

ェックとかも相当時間がかかったりして、そういったところは２週間ではでき

ないというところもございまして、ケース・バイ・ケースでちょっと長くなる

という場合がございます。

今、この230件をこなすために予算がどれだけないといけな〇中川京貴委員

いのかという形で資料でできませんか。

受け付けされるまでの流れとして、まず市町〇澤岻昌行防災危機管理課班長

村で受け付けされて、この受付票というのがこちらに来まして、前もって何件

来るということを予測しながら予算も見据えてやっています。11月30日時点で

ちょうど230件ぐらい受け付けていまして、現在もまだ受け付けていますが、

今は平成30年度予算での交付でいいよという方々の申請のお手伝いをさせてい

ただいています。その中で230件以内に間に合った方々の申請は、審査業務を

やっている施行管理の方々と毎日調整しながら早目に書類が整えられるように

頑張っているところだと思います。それで来た順に予算内で調整しながらも予

算がなくなったら終わりだということも伝えながら今やりとりをしているとこ

ろです。

ほかに質疑はありませんか。〇渡久地修委員長

比嘉瑞己委員。
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資料がまだ理解できませんが、この資料１と資料２で処理件〇比嘉瑞己委員

、 、数の数字が違うと思いますが これは交付金の交付が関係して数字が違うのか

ちょっと説明をお願いします。

資料１の２で全国の事例と書いてあるのはあく〇上原孝夫防災危機管理課長

までも総務省の不発弾等処理交付金事業を使っている実績ということで、平成

28年度は１件だけあったという意味で、資料２については自衛隊で処理してい

る件数とか処理量になっていまして、これは本土でも民間の工事とかやった場

合に不発弾とかが出てきたりしますので、そういう場合のものが全体として入

っているということです。

平成28年度でいうと、自衛隊の資料では沖縄県は607件です〇比嘉瑞己委員

が、交付金を使ったのはそれとはまた別に何件かあるという理解なのですか。

資料２にある数字というのは、沖縄県で607件〇上原孝夫防災危機管理課長

の処理をしたという実績なのですが、資料１の上に書いてある27回とか11回と

かは自衛隊が……。

不発弾については公共事業とか民間事業で見つかる場合もございますし、あ

とそういった事業ではなくてたまたま浜を歩いていたら見つかるとか、そうい

った発見弾というものもございまして、そういったものの数量全部を処理する

というものが自衛隊のところに書かれております。

資料１でお話しさせてください。全国を見ると交付金を使っ〇比嘉瑞己委員

た処理件数というのは過去４年間で４件―１件ぐらいしかないというところ

で、一方、沖縄ではこれは27件になるのでしょうか。年度は違いますが、その

前後の多くの処理があるということです。そういった意味ではこの交付金とい

うのは、沖縄の使う割合が多いという理解でいいのですか。沖縄で使っている

交付金の状況―パーセントというのは出るのですか。

総務省の事業の交付金というものは、不発弾処〇上原孝夫防災危機管理課長

理の50％を交付するということになっていますが、沖縄県は内閣府を通して我

々独自で不発弾等の処理事業ということで６事業分の予算―30億円余りとって

おりまして、我々としては総務省の事業費は交付率が低いということで、県独

自の不発弾処理事業費ということで予算確保をしているところです。
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そういった意味で、今、委員会で条例をつくろうとしている〇比嘉瑞己委員

わけですが、皆さんとしても全国一律で比べられてしまうと、今後予算の確保

も難しくなるという、そういった危機感はありますか。

もし条例が制定されれば、不発弾の処理とかに〇上原孝夫防災危機管理課長

ついて県がちゃんと行うところがしっかり法整備されますので、そういった意

味では予算が確保しやすくなるのかと考えております。

ほかに質疑はありませんか。〇渡久地修委員長

仲田弘毅委員。

資料１を改めて見て、住民避難を伴う不発弾処理（陸上）と〇仲田弘毅委員

、 、 、ありますが 陸上の場合 周辺に住宅があればもちろん住民避難が伴いますが

10月―日付ははっきり覚えていませんが、宮古の港湾での不発弾処理もありま

した。ですから、陸上自衛隊だけの不発弾処理ではなくて、海上自衛隊の不発

弾処理についても自衛隊の皆さんはみんな危険を覚悟しながら処理しているわ

けですから、そういったものの資料もぜひ添付していただきたいということが

ありますが、どうでしょうか。

海上自衛隊のデータについては入手が困難とい〇上原孝夫防災危機管理課長

うことで、今回、陸上自衛隊だけのデータを掲載させていただいております。

これは海上自衛隊沖縄基地隊とか、そういったところにお願〇仲田弘毅委員

いすればいつでもすぐに資料は手に入ると思いますので、ぜひ御努力をお願い

したいと思います。

先ほど、不発弾処理事業の６種類の中に建物の住宅建築の補助助成がありま

。 。すよね 沖縄県の広報でほとんど毎日広告が流れているのですが御存じですか

直接見たことはありませんが、周知を図っていく〇大城壮彦秘書防災統括監

ためにも広報の必要性がありまして、そういった意味では広報を図っているの

かと思いますが、直接見たことはありません。

このことはぜひ県には迅速に対応していただきたい。もう予〇仲田弘毅委員

算がないから受け付けませんという対応の仕方と、最寄りの市町村、自分たち
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地域の担当課へ行って早目に申し込んで県に上げてくださいという、広告とは

裏腹なことが実際に今起こっているわけです。予算がないから。ですから、そ

ういった対応を県は県として各市町村としっかりとコネクションもとって、意

気込んで新しい建物、新しい住宅に住みたいと家族で頑張っているところに、

今、予算がないので磁気探査ができませんと。そうなってくるともちろん着工

もできないですし、家の完成ももちろん遠のくわけですよね。そういったとこ

ろをしっかり県から―コマーシャルでいいことだけ言って、どんどんやってく

。 、 、ださい 県は対応しますというのではなく やはりであるものはであるとおり

予算が今こういった状態―先ほど防災危機管理課長からお話がありましたが、

この30億円の総予算の中から振りかえでできる予算があればそれで対応してい

きたいと。こういったものでできるのであればそのことも伝えてぜひ頑張って

いただきたいと思います。

ほかに質疑はありませんか。〇渡久地修委員長

又吉清義委員。

仲田委員や多くの委員から出ておりますが、予算がなくて受〇又吉清義委員

け付けができないとなった場合に、家をつくるときというのは磁気探査をしな

い限り建物がつくれないわけですよね。

強制的に磁気探査をさせるという仕組みではな〇上原孝夫防災危機管理課長

くて、不安解消という意味で我々の事業を使っていただいているというところ

です。

これが義務なのかと思ってちょっと驚いていますが、このよ〇又吉清義委員

うに予算をオーバーしているということがわかったのは、いつの時点でわかっ

たのですか。

11月半ばごろでございます。〇上原孝夫防災危機管理課長

11月半ばということですが、やはりこれは早目に対応するべ〇又吉清義委員

きだろうということで、義務ではないから予算がないからやるなということで

万が一爆発したら、これはどこの責任になるのかということも大変だと思いま

す。実は、国民健康保険に―名前は忘れましたが、どういう予算があるかとい

うと、国民健康保険は３月までに予算を組んで、予算が足りないから病院に行
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かないでくださいということはやりません。前もって皆さんは国と相談して前

倒しの予算をとりますよね。そういう予算もやるべきだと思います。そうしな

いと本当に大変なことになると思います。今、予算がないからどのようにして

やろうかということですが、国民健康保険も予算が―お金がないので病院に行

かないでくださいということはありませんし、システム的にはちゃんと前年度

の予算に入れる―前倒しといいますか、名前は忘れましたが、正直に言って行

政からすると見積もりをミスったということで恥ずかしい予算ですが、しかし

そういう手法もやって進めるべきだと思います。なおかつ、今、市町村で受け

、 。付けをしてこれから県に上がってくるということ自体―今 県で230件ですか

市町村でまだ受け付けをしているものがあると思いますので、これは230件で

は終わらないと思います。現時点で何件あるのか正確な数字をつかむべきだと

思いますが、正確な数字はつかんでおりませんか。

11月30日時点で市町村で受け付けされているも〇上原孝夫防災危機管理課長

のが230件を超えているのではないかということになっています。

ですから、11月30日で受け付けされているのが230件という〇又吉清義委員

ことですが、その後、例えば逆に県が市町村にこれ以上受け付けをしないので

やらないでくださいという指令を出しているのか、その辺等も明確ではないで

すが、ただし県民からしたらこれは納得のいくものではないと思います。これ

をどのようにクリアするか、やはり解決しないと、今後例えば１件でも予算が

なくてつくったときに何かあった場合、これは好ましいことではないと思いま

すが、どう思いますか。

大分予算が苦しくなってきておりますので、予〇上原孝夫防災危機管理課長

算の補正を組めるかどうか国と相談させていただきたいと思います。

ぜひ、いかにしたら解決できるか、これはみんなで頑張りま〇又吉清義委員

しょう。ぜひお願いします。

ほかに質疑はありませんか。〇渡久地修委員長

（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。〇渡久地修委員長
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以上で、沖縄県及び全国の不発弾処理及び対策の現状について 質疑を終結の

いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、説明員等の入れかえ及び沖縄県不発弾等条例（素案）に対

する各会派の検討状況について確認を行った ）。

再開いたします。〇渡久地修委員長

次に、企画部関係の陳情平成28年第67号外６件の審査を行います。

ただいまの陳情について、企画部長の説明を求めます。

なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明

をお願いいたします。

川満誠一企画部長。

それでは、企画部に関する陳情案件につきまして、お手〇川満誠一企画部長

元の総務企画委員会陳情に対する説明資料により御説明申し上げます。

表紙をめくっていただきまして、陳情の一覧表がございます。

企画部関係は、継続陳情が７件となっております。

なお、継続陳情７件に係る経過・処理方針等につきましては、前回の９月定

、 。例会時点から変更はございませんので 今回は説明を省略させていただきます

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

企画部長の説明は終わりました。〇渡久地修委員長

これより、各陳情に対する質疑を行います。

質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないよう簡潔

にお願いいたします。

なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うよ

うお願いいたします。

質疑はありませんか

（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。〇渡久地修委員長

以上で、企画部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
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休憩いたします。

（休憩中に、説明員等の入れかえ）

再開いたします。〇渡久地修委員長

次に、出納事務局関係の陳情第93号の審査を行います。

ただいまの陳情について、会計管理者の説明を求めます。

なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明

をお願いいたします。

大城玲子会計管理者。

出納事務局に関する陳情案件につきまして、お手元の〇大城玲子会計管理者

総務企画委員会請願及び陳情に対する説明資料により、処理方針等を御説明申

し上げます。

説明資料の１ページをお開きください。

継続審査となっております陳情1件につきましては、前回の処理方針から変

更はございませんので、説明は省略させていただきます。

以上、出納事務局に関する陳情案件について御説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

会計管理者の説明は終わりました。〇渡久地修委員長

これより、陳情に対する質疑を行います。

質疑に当たっては、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。

なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うよ

うお願いいたします。

質疑はありませんか。

花城大輔委員。

前回これが上がってきたときに、この陳情が出ている背景を〇花城大輔委員

しっかりと調べて力を合わせて解決するべきものだと思いますというような内

容のことを話したのですが、今現在、先ほど申し上げたこの陳情が出てきた背

景について十分に理解がされているかどうか答弁をお願いします。

前回の委員会が終わりまして、委員会の中でも組合〇照屋政秀物品管理課長

とも話し合いをしたらどうかというお話がありましたので、それを受けて11月

H29.12.13-02

総務企画委員会記録



- 72 -

の初めに組合の理事長、副理事長、それから専務理事の方も含めてお話を伺い

ました。その中で物品管理課としては、まず物品管理課が所管している物品調

達基金による印刷物の発注について一応御説明しまして、平成28年度実績で

99％が県内業者への発注をしているということを改めて説明いたしました。残

りの１％に関しても県内に支店のある業者ということで、準県内業者という扱

いをしていて、ほぼ100％物品管理課が扱っているものについては県内業者へ

の発注を行っていますというお話をさせていただきました。その中で組合から

は、組合が県外発注という話をしたものについては、県の外郭団体への印刷物

の発注のことだということで、物品管理課が扱っているものではないというこ

とのお話はされていました。

この外郭団体に対して、県側から陳情の内容を受け入れられ〇花城大輔委員

るような指導なり、助言なりということはできないのでしょうか。

実はこの陳情につきましては項目が幾つかございまし〇大城玲子会計管理者

、 、て 外郭団体に関する部分については経済労働委員会に付託されておりまして

商工労働部で外郭団体にも協力を要請するような動きが、今あると聞いており

ます。

そこまで話が進んでいるのであれば、この要望に対して満額〇花城大輔委員

回答をするぐらいのことができないのですか。そんなに無理難題を言われてい

るような感じがしなくて、業界の切実な悩みをここに上げてきていると思うの

ですが、いかがですか。

この件に関しても話し合いの中で意見交換をしまし〇照屋政秀物品管理課長

て、県としては最低制限価格の設定対象額の引き下げについては来年度予算で

予定価格の積算を補助するための補助ソフトの導入を、今、予定しているとい

うことをお話しさせてもらいました。その中でソフトを導入したからすぐにで

、 、 、きるというものでもなくて 今 低予算でやっているものとのすり合わせとか

それを次年度―平成30年度でやって、それをやった中で組合とも来年度の年末

あたりに再度話し合いをするということで話をしています。ただ、こちらが１

点気にかけているところは、オープンカウンター方式との話もありましたが、

このオープンカウンター方式の実績では、96％ほとんどの組合員の方が受注し

ているという状況で、これに最低制限価格をこちらで一方的にかけてしまうと

失格になってしまうと。今までとれていたところがとれなくなるという状況も
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また出てくるので、それについても組合とも話をして、実際、受注をしている

組合員の方からも話を聞きながら、それもあわせて来年度の年末あたりにどの

ようなやり方が一番いいのかということを進めていきたいということで、組合

の方ともお話しして理解をいただいていると思っています。

また組合とも話をする機会があるということなのでここでは〇花城大輔委員

これ以上とやかくは言いませんけれども、若干理解しているところで乖離があ

るような気もしますので、しっかりと進めていただけたらと思っております。

ほかに質疑はありませんか。〇渡久地修委員長

（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。〇渡久地修委員長

以上で、出納事務局関係の陳情に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退室）

再開いたします。〇渡久地修委員長

議案、請願及び陳情等の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっ

ております。

休憩いたします。

（休憩中に、議案及び陳情等の採決の順序等について協議）

再開いたします。〇渡久地修委員長

これより、議案、請願及び陳情等の採決を行います。

まず、乙第１号議案沖縄県職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例、乙第２号議案沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する

条例、乙第３号議案東日本大震災に対処するための沖縄県職員の特殊勤務手当

の特例に関する条例の一部を改正する条例、乙第４号議案沖縄県税条例の一部

を改正する条例及び乙第５号議案県税の課税免除等の特例に関する条例の一部

を改正する条例の５件を一括して採決いたします。
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お諮りいたします。

ただいまの議案５件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。〇渡久地修委員長

よって、乙第１号議案、乙第２号議案、乙第３号議案、乙第４号議案及び乙

第５号議案の条例議案５件は、原案のとおり可決されました。

次に、乙第16号議案損害賠償請求事件の和解等について及び乙第28号議案当

せん金付証票の発売についてを採決いたします。

お諮りいたします。

ただいまの議案２件は、可決することに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。〇渡久地修委員長

、 、 。よって 乙第16号議案及び乙第28号議案の議決議案２件は 可決されました

次に、乙第31号議案沖縄県公安委員会委員の任命について及び乙第32号議案

沖縄県教育委員会委員の任命についての２件を一括して採決いたします。

お諮りいたします。

ただいまの議案２件は、これに同意することに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。〇渡久地修委員長

よって、乙第31号議案及び乙第32号議案の同意議案２件は、これに同意する

ことに決しました。

次に、甲第１号議案平成29年度沖縄県一般会計補正予算（第４号）を採決い

たします。

お諮りいたします。

本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。〇渡久地修委員長
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よって、甲第１号議案は、原案のとおり可決されました。

次に、陳情等の採決を行います。

陳情等の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議願います。

休憩いたします。

（休憩中に、陳情等の取り扱いについて議案等採決区分表により協議）

再開いたします。〇渡久地修委員長

お諮りいたします。

陳情等については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり

決することに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。〇渡久地修委員長

よって、さよう決定いたしました。

次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。

先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情26件と、お手

元に配付してあります本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事

件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。〇渡久地修委員長

よって、さよう決定いたしました。

次に、お諮りいたします。

ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきまし

ては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。〇渡久地修委員長

よって、さよう決定いたしました。

次に、視察調査日程についてを議題といたします。

休憩いたします。
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（休憩中に、視察調査日程等について協議した結果、日程案のとおり行

うことで意見の一致を見た ）。

再開いたします。〇渡久地修委員長

お諮りいたします。

先ほど事務局から説明のあったとおりの案で視察調査日程につきましては、

決することとし、議長に対し委員派遣承認要求をしたいと存じますが、これに

御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。〇渡久地修委員長

よって、さよう決定いたしました。

なお、委員派遣の日程、場所、目的及び経費等の詳細な事項及びその手続に

つきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。〇渡久地修委員長

よって、さよう決定いたしました。

以上で、本委員会に付託された議案等の処理は、全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 渡久地 修
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